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１．主な関係法令  

根拠となる法令・通知等 

（主な関係法令） 

⚫ 介護保険法（平成 9年法律第 123号） 

⚫ 介護保険法施行令（平成 10年政令第 412号） 

⚫ 介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36号） 

（基準省令） 

⚫ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第

34号） 

⚫ 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第

36号） 

（条例・規則） 

⚫ 倉敷市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平

成 24年倉敷市条例第 59号） 

⚫ 倉敷市指定地域密着型サービスの事業の人員及び運営に関する基準を定める規則（平成 25 年

倉敷市規則第 16号） 

⚫ 倉敷市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平

成 24年倉敷市条例第 60号） 

⚫ 倉敷市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則（平成 24

年倉敷市規則第 17号） 

（解釈通知） 

⚫ 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について（平成 18

年 3月 31日付け老計発第 0331004号・老振発第 0331004 号・老老発第 0331017 号） 

⚫ 介護保険法に基づき条例及び規則で規定された指定地域密着型サービス及び指定地域密着型

介護予防サービスの基準等について（平成 25年 3月 22日付け介第 2131号） 

（報酬告示） 

⚫ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 18 年厚生労働省告示第

126号） 

⚫ 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 18 年厚生労働

省告示第 128号） 

（留意事項通知） 

⚫ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サ

ービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 18

年 3月 31日付け老計発第 0331005号・老振発第 0331005 号・老老発第 0331018 号） 

（別掲告示等） 

⚫ 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（平成 27年厚生労働省告示第 94号） 
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⚫ 厚生労働大臣が定める基準（平成 27年厚生労働省告示第 95号） 

⚫ 厚生労働大臣が定める施設基準（平成 27年厚生労働省告示第 96号） 

⚫ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等

の算定方法（平成 12年厚生省告示第 27号） 

⚫ 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準（平成 12年厚生省告示第 29号） 

⚫ 居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針（平成 12 年厚生労働省告

示第 419号） 

⚫ 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修」

に規定する研修について（平成 24年老高発 0316第 2号・老振発 0316第 2号・老老発 0316第

6号） 

⚫ 通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成 12 年 3 月 30 日老企第 54

号） 

⚫ 介護保険施設等における日常生活費等の受領について（平成 12 年老振第 75 号・老健第 122

号） 

⚫ 「その他の日常生活費」に係るＱ＆Ａ（平成 12 年 3 月 31 日厚生省老人保健福祉局介護保険

制度施行準備室 事務連絡） 

※上記の法令･条例・規則・通知等は、下記文献、ホームページ等でもご確認ください。 

＜倉敷市の条例・規則・解釈通知＞ 

⚫ 倉敷市例規集 

https://krm203.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 

⚫ 倉敷市指導監査課ホームページ 

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kansa-fk/i/ 

 

＜文献＞ 

⚫ 介護報酬の解釈《令和６年４月版》（発行：社会保険研究所） 

   １単位数表編･････通称「青本」、２指定基準編･････通称「赤本」 

   ３ＱＡ・法令編･･･通称「緑本」 

 

＜ホームページ＞ 

⚫ 厚生労働省 法令等データベースシステム  https://www.mhlw.go.jp/hourei/ 

⚫ e-Gov法令検索   https://elaws.e-gov.go.jp 

⚫ 厚生労働省 介護サービス関係Ｑ＆Ａ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha

/qa/index.html 

⚫ ＷＡＭ．ＮＥＴ（運営：独立行政法人福祉医療機構） https://www.wam.go.jp 

 

https://krm203.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kansa-fk/i
https://www.mhlw.go.jp/hourei/
https://elaws.e-gov.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html
https://www.wam.go.jp/
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２．定義・用語の解説  

（１）入所等の日数の数え方について 

●入居又は入所の日数については、原則として、入所等した日及び退所等した日の両方

を含むものとする。 

●ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、認

知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設又は介護保

険施設（以下「介護保険施設等」という。）の間で、又は隣接若しくは近接する敷地に

おける介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの

の間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設

等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所等の日は含まれない。した

がって、例えば、短期入所生活介護の利用者がそのまま指定地域密着型介護老人福祉

施設に入所したような場合は、入所に切り替えた日については、短期入所生活介護費

は算定しない。 

●なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と同一敷地内にある

病院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療報酬が適用されるもの（以下「医

療保険適用病床」という。）又は当該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地にお

ける病院若しくは診療所の医療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相

互に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの（以下「同一敷地内等の医療保険

適用病床」という。）に入院する場合（同一医療機関内の転棟の場合を含む。）は、介護

保険施設等においては退所等の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用

病床を退院したその日に介護保険施設等においては入所等する場合（同一医療機関内

の転棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されない。 

●厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介

護費等の算定方法（平成 12 年厚生省告示第 27 号）の適用に関する平均利用者数等の

算定においては、入所等した日を含み、退所等した日は含まれないものとする。 

 

（２）サービス種類相互の算定関係について 

特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域密着型特定施設

入居者生活介護を受けている間については、その他の指定居宅サービス又は指定地域密

着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管理指導費を除く。）は算定しないものである

こと。ただし、指定特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必

要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サー

ビス又は地域密着型サービスを利用させることは差し支えないものであること。 

 

（３）「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について 

① 加算の要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」（平

成 5 年 10 月 26 日老健第 135 号厚生省老人保健福祉局長通知）に規定する「認知症高

齢者の日常生活自立度」（以下「日常生活自立度」という。）を用いる場合の日常生活

自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書（以下この号において
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「判定結果」という。）を用いるものとする。 

② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービ

スのサービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の

実施について」（平成 21 年 9 月 30 日老発 0930 号第 5 号厚生労働省老健局長通知）に

基づき、主治医が記載した同通知中「３ 主治医の意見の聴取」に規定する「主治医

意見書」中「３．心身の状態に関する意見（1）日常生活の自立度等について・認知症

高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結果がある

場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。 

③医師の判定がない場合（主治医意見書を用いることについて同意が得られない場合を

含む。）にあっては、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入し

た同通知中「2（4）認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票（基本調

査）」７の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。 

 

（４）常勤 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が

勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は 32時間を基本とする。）に達していることを

いうものである。ただし、母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間

の短縮等の措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業

所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30時間として

取り扱うことを可能とする。 

同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所（同一敷地内に所在する又は道

路を隔てて隣接する事業所をいう。ただし、管理上支障がない場合は、その他の事業所

を含む。）の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えな

いと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務

すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。 

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法第 65条

に規定する休業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管理措置、育児・介護休業

法第 2 条第一号に規定する育児休業（以下「育児休業」という。）、同条第二号に規定す

る介護休業（以下「介護休業」という。）、同法第 23条第 2項の育児休業に関する制度に

準ずる措置又は同法第 24 条第 1 項（第二号に係る部分に限る。）の規定により同項第二

号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業（以下育児休業に準

ずる休業）という。）を取得中の期間において、当該人員基準において求められる資質を

有する複数の非常勤の従事者を常勤の従事者の員数に換算することにより、人員基準を

満たすことが可能であることとする。 

   

（５）常勤換算方法 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において、常勤の従業者が勤務すべ

き時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする）で除することにより、当該事

業所の従業者の員数を常勤の員数に換算する方法をいうものである。 

ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47
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年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」という。）

又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年

法律第 76号。以下「育児・介護休業法」という。）第 23条第１項、同条第３項又は同法

第 24 条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のための所定労働

時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のための

ガイドライン」に沿って事業者が自主的に講じる所定労働時間の短縮措置（以下「育児、

介護、及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、

30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間

数を満たしたものとし、1として取り扱うことを可能とする。 

 

 １週間の勤務時間 常勤換算 合計 

Ａ（常勤） 40時間 1 

6.6 

Ｂ（常勤） 37時間 1 

Ｃ（常勤） 42時間 1 

Ｄ（常勤） 44時間 1 

Ｅ（常勤） 41時間 1 

Ｆ（非常勤） 30時間 

1.6 Ｇ（非常勤） 25時間 

Ｈ（非常勤） 9時間 

例：１週間の勤務時間を 40時間とする就業規則の場合 

 

（常勤換算方法による職員数の算定方法について） 

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤の職員が勤務す

べき時間で除することによって算定するものとし、小数点第二位以下を切り捨てるもの

とする。 

 

（６）「専ら従事する」「専ら提供する」 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないこと

をいうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所にお

ける勤務時間をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。 

 

（７）勤務延時間数 

勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービ

スの提供のための準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられて

いる時間の合計数とする。なお、従業者１人につき、勤務延時間数に算入することがで

きる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とする

こと。 

 

（８）新設、増床又は減床の場合の利用者数等について 
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●前年度の実績が１年以上ある場合 

○前年度の平均値で算出する 

⇒前年度（４月１日～翌３月３１日）の全利用者数の延数を当該前年度の日数で

除して得た数 

●前年度の実績が１年未満の場合 

①新設又は増床の時点から６月未満の実績がある場合 

⇒定員の９０％で算出する 

②新設又は増床の時点から６月以上１年未満の実績がある場合 

⇒直近６月における全利用者数の延数を６月の日数で除して得た数 

③新設又は増床の時点から１年以上の実績がある場合 

⇒直近１年における全利用者数の延数を１年間の日数で除して得た数 

④減床の場合 

⇒減床後の実績が３月以上あるときは、減床後の延利用者数を延日数で除して

得た数 

 

（９）休暇 

非常勤の従業者の休暇や出張（以下「休暇等」という。）の時間は、サービス提供に従

事する時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。なお、

常勤の従事者の休暇等の期間については、その期間が暦月で一月を超えるものでない限

り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。 
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３．人員基準  

（１）管理者 

管理者の責務及び兼務範囲 

管理者の責務 

利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適宜かつ適切に把握しながら、職員

及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うこと。 

管理者の兼務範囲 

管理者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等でな

くても差し支えない。 

 

事例１ 
管理者が介護従業者を兼務しており、頻繁に夜勤業務を行っているため、

管理業務が十分に行えず、管理上支障が出ている。 

改善点 

管理者は、従業者の管理、利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握及

び従業者に運営に関する基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行

う必要がある。 

 

事例２ 管理者を変更した場合の届出を提出することを失念している。 

改善点 変更後１０日以内に指導監査課へ変更届を提出すること。 

 

事例３ 管理者の勤務実態がなく、管理業務を行えていない。 

改善点 
基準上、管理者は「専らその職務に従事する常勤の者でなければならない」

とされている。出退勤状況はタイムカード等で記録すること。 

 

事例４ 

管理者が他職種と兼務しているが、兼務辞令等が交付されていない。また、

別事業所から人事異動により異動してきた管理者に対して、辞令等が交付さ

れていない。 

改善点 

労働条件（就業の場所、従事する業務の内容）を書面で明示しなければなら

ない。 

【参考】介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roud

oukijun/gyosyu/kantoku/090501-1.html 

 

事例５ 市に相談なく管理者変更時に研修未修了者を管理者に就任させている。 

改善点 

管理者の要件（認知症介護経験３年以上、認知症対応型サービス事業管理

者研修を修了）を満たしているか確認の上、就任させること。 

計画的な研修の受講や人材の確保に努めること。 

※ただし、前任者の急な離職等により研修を修了していない者が就任する

場合は事前に指導監査課へ相談すること。 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/kantoku/090501-1.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/kantoku/090501-1.html
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（２）計画作成担当者（介護支援専門員） 

事例１ 
計画作成担当者が介護従業者を兼務し、頻繁に夜勤業務を行っているため、

計画作成業務が十分に行えず、支障が出ている。 

改善点 
計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握を行

い、必要に応じて計画の変更を行うこと。 

 

事例２ 

計画作成担当者が他職種と兼務しているが、兼務辞令等が交付されていな

い。また、別事業所から人事異動により異動してきた計画作成担当者に対し

て、辞令等が交付されていない。 

改善点 

労働条件（就業の場所、従事する業務の内容）を書面で明示しなければなら

ない。 

【参考】介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roud

oukijun/gyosyu/kantoku/090501-1.html 

 

事例３ 
市に相談なく計画作成担当者変更時に研修未修了者を計画作成担当者に就

任させている。 

改善点 

計画作成担当者の要件（認知症介護実践者研修を修了）を満たしているか

確認の上、就任させること。 

なお、複数の計画作成担当者を配置している場合、その内１以上の者は介

護支援専門員証の交付を受けた者であること。 

要件を満たしていない者が就任することがないよう計画的な研修の受講、

人材の確保に努めること。 

※ただし、前任者の急な離職等により研修を修了していない者が就任する

場合は事前に指導監査課へ相談すること。 

 

事例４ 介護支援専門員証が未交付の者を計画作成担当者に就任させている。 

改善点 
介護支援専門員として業務を行う職員は、介護支援専門員証の交付を受け

た者でなければならない。 

 

事例５ 介護支援専門員証の未更新の者を計画作成担当者に就任させている。 

改善点 
介護支援専門員証を更新せず、有効期間が満了した者は、介護支援専門員

として業務を行うことはできない。 

 

事例６ 介護支援専門員を配置していない。 

改善点 

介護支援専門員が未配置とならないよう、計画的な人材確保を行うこと。

未配置となる期間の長さ如何によっては、介護報酬を３割減算することにな

るため、直ちに指導監査課へ相談し、指導を受けること。 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/kantoku/090501-1.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/kantoku/090501-1.html
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Q 
計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。【R3 Q&A vol.4 問24】 

A 
介護支援専門員である計画作成担当者は、当該指定認知症対応型共同生活介護

事業所における他の職務を除き、兼務することはできない。 

 

（３）代表者 

事 例 市に相談なく代表者変更時に研修未修了者を代表者に就任させている。 

改善点 
代表者の要件（認知症対応型サービス事業開設者研修を修了）を満たして

いるか確認の上、就任させること。 

 

（４）介護従業者 

事例１ 

・介護従業者の配置について、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に常勤換

算方法で３人分のサービスが提供されていない日が認められた。 

・夜間及び深夜の時間帯が、利用者の生活サイクル（就寝時～起床時）の実

態と相違して設定されている。 

改善点 

夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に、常勤換算方法で３人分の介護従業

者を配置し、夜間及び深夜の時間帯は、事業所ごとに利用者の生活サイクル

（就寝時～起床時）に応じて設定すること。 

 

事例２ 
慢性的な職員不足により、人員基準を満たした勤務予定を立てることがで

きていない。 

改善点 
職員の希望休を予め調整した上で、人員基準を満たした勤務予定表を作成

すること。 

 

事例３ 介護従業者をユニット内で固定できていない。 

改善点 

利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、できる限り担当の介

護従業者を固定する等の継続性を重視したサービスの提供に配慮すること。

また、感染症予防の観点からも従業者をユニット内で固定することが望まし

い。 

 

（解釈通知の記載内容） 

利用者を９名とし、常勤の勤務時間を１日８時間とし、午後９時から翌朝６時までを

夜間及び深夜の時間帯とした場合、午前６時から午後９時までの１５時間の間に、８時

間×３人＝延べ２４時間分の指定認知症対応型共同生活介護が提供され、かつ、当該時

間帯においては、常に介護従業者が１人以上確保されていることが必要となる。（切れ目

なく介護職員を配置すること） 

また、午後９時から翌朝６時までは、夜間及び深夜の時間帯の勤務を行う介護従業者

が１人以上確保されることが必要となる。 
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＜Ａ事業所の配置例 （夜間及び深夜の時間帯の設定：２１：００～６：００） ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

配置：上記図表例は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に２６時間配置⇒ＯＫ！ 

 

＜B事業所の配置例 （夜間及び深夜の時間帯の設定：２２：００～５：００） ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

配置：上記図表例は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に２６時間配置⇒ＯＫ！ 

 

＜C事業所の配置例 （夜間及び深夜の時間帯の設定：２０：００～７：００） ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

配置：上記図表例は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に２２時間配置 

⇒Ｂ事業所と職員出勤時間数が同じでも解釈通知の内容を満たさない。 

 

外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱い 

就労開始から６月未満のＥＰＡ介護福祉士候補者及び技能実習生（以下「外国人介護

職員」という。）については、日本語能力試験Ｎ１又はＮ２に合格した者を除き、人員配

置基準への算入が認められていないが、就労開始から６月未満であってもケアの習熟度

が一定に達している場合、就労開始直後から人員配置基準に算入できる。 

事業者が、外国人介護職員の日本語能力や指導の実施状況、施設長や指導職員等の意

見等を勘案し、当該外国人介護職員を人員配置基準に算入することについて意思決定を

夜間及び深夜の時間帯

　（21:00～6:00）

介護職員A（6:30-15:30）

介護職員B（8:30-17:30）

介護職員C（11:30-20:30）

介護職員D（20:00-7:00）

介護職員E（20:00-7:00）

介護職員F（休み）

0 1 2 2421 22 2318 19 2015 16 1712 13 14116 7 83 4 5 9 10

この時間帯に常勤換算方法で３人以上の配置が必要！

夜間及び深夜の時間帯

　（22:00～5:00）

介護職員A（7:30-16:30）

介護職員B（8:30-17:30）

介護職員C（休み）

介護職員D（16:30-9:30）

介護職員E（16:30-9:30）

介護職員F（休み）

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24

この時間帯に常勤換算方法で３人以上の配置が必要！

夜間及び深夜の時間帯

　（20:00～7:00）

介護職員A（7:30-16:30）

介護職員B（8:30-17:30）

介護職員C（休み）

介護職員D（16:30-9:30）

介護職員E（16:30-9:30）

介護職員F（休み）

15 1610 11 12 13 145 6 7 8 90 1 2 3 4 22 23 2417 18 19 20 21

この時間帯に常勤換算方法で

３人以上の配置が必要！
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行った場合であって、以下の要件を満たす場合。 

ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること。 

イ 安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施

する体制を整備していること。 

 

（５）サテライト事業所 

サテライト型認知症対応型共同生活介護事業所の実施要件 

① 事業者は、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業につい

て３年以上の経験を有していること。（当該指定日において満たしている必要がある。

休止等事業所を運営していない期間は除く。） 

② 本体事業所が以下のいずれかの要件に該当すること。 

・事業開始以降１年以上本体事業所としての実績を有する。 

・当該本体事業所の共同生活住居の利用者の合計数が、当該本体事業所の共同生活住

居において定められた入居定員の合計数１００分の７０を超えたことがあること。 

③ 次に掲げる要件を全て満たすこと。 

・本体事業所との距離は、自動車等による移動に要する時間が概ね２０分以内の近距

離である。 

・サテライト事業所の共同生活住居の合計数が、本体事業所の共同生活住居の数を上

回らない。 

・本体事業所とサテライト事業所の共同生活住居の数の合計は、最大４までとする。 

【本体事業所とサテライト事業所の共同生活住居の数及び箇所数の関係】 

本体事業所 サテライト事業所 

共同生活住居数 共同生活住居数 １の本体事業所に対して設

置可能なサテライト事業所

の箇所数 

１ １ １ 

２ １ ２ 

２ １ 

３ １ １ 

④ 本体事業所は、当該サテライト事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示

ができる連絡体制などを確保するほか、当該本体事業所とサテライト事業所の管理者

が同一である場合には、当該本体事業所と当該サテライト事業所との間において、次

に掲げる要件をいずれも満たす必要があること。 

・利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体

的に行われること。 

・職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。また、必要な場合に随時本

体事業所や他のサテライト事業所との相互支援が行える体制にあること。 

・苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制があること。 

・事業の目的や運営方針等について同一の運営規程が定められること。 

・人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一体的に行われていること。 
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⑤ 本体事業所とサテライト事業所は同一の日常生活圏域内に所在することが望ましい

こと。 

サテライト事業所においては、介護支援専門員である計画作成担当者を配置せず、実

践者研修又は基礎課程を修了した者を計画作成担当者として配置することができる。 

なお、サテライト事業所を新たに開設する場合は基本的に新規指定が必要となる（介

護保険事業計画にグループホームの整備が位置付けられ、公募に応募し、選定される

ことが必要）が、既存のグループホームとして指定を受けている事業所がサテライト

事業所に移行する場合には、変更届と体制届の提出のみで差し支えない。（事業所の職

員に変更がなく、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合に限る。

必要書類については申請の手引きを参照すること。） 

 

（６）人員配置の具体例 

管理者及び計画作成担当者は、以下の場合に兼務することができるとされている。 

【管理者が兼務できる条件】 共同生活住居（ユニット）の管理上支障がない場合 

【計画作成担当者が兼務できる条件】 利用者の処遇に支障がない場合 

上記条件を満たした場合には、他の職務との兼務も可能とされているが、運営指導に

て運営状況を確認した結果、支障があると認められた場合は、兼務の解消を指導する。 

※計画作成担当者（介護支援専門員）は事業所として１名のみの配置でも可。（従前どお

りユニットごとに１名ずつ計画作成担当者を配置してもよい。複数配置した場合はその

うち１名は実践者研修を修了した介護支援専門員とすること。） 

 

Q 
計画作成担当者（介護支援専門員）を１名のみ配置している場合、その者は介

護従業者として兼務してよいか。 

A 
利用者の処遇に支障がないのであれば兼務してもよいが、兼務する場合には兼

務辞令等を適切に整備すること。また、その者が両ユニットの介護職員として勤務

する場合は、ユニットごとの勤務時間を明確に分けておくこと。 

 

Q 
全てのユニットの管理者を兼務している場合であっても、介護従業者を兼務し

てよいか。 

A 
各ユニットの管理業務に支障がない場合に限り、介護従業者を兼務できる。ただ

し、兼務辞令等を適切に整備すること。また、その者が両ユニットの介護職員とし

て勤務する場合は、ユニットごとの勤務時間を明確に分けておくこと 

 

Q 
全てのユニットの管理者を兼務している者について、その者が計画作成担当者

（介護支援専門員）も兼務してよいか。 

A 
管理業務に支障がないのであれば兼務してもよい。 

※兼務ができるのは、それぞれの職種が行うべき業務に支障がない場合に限られる。 
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４．設備基準  

 

事例１ 設備や用途を変更したにも関わらず、変更届出書を提出していない。 

改善点 設備や用途を変更する際は、事前に市役所に相談の上、届出を行うこと。 

 

事例２ 食器棚、書棚、物置棚、ロッカー等に転倒防止対策を講じていない。 

改善点 

家具類の転倒・落下・移動は、直接当たって怪我をするだけでなく、つまず

いて転んだり、割れた食器やガラスを踏んだり、避難通路を塞いだりするた

め、転倒防止対策（壁に固定、つっぱり棒等の対策）を講ずること。 

 

事例３ 非常口付近に物があり、非常時の避難の障害となる可能性がある。 

改善点 避難経路上には物を置かないこと。 
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５．運営基準  

 

（１）虐待の防止【市地密条例第 6条の 2】 

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 

・利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生・再発を防止するための

委員会の開催（開催後、結果について従業者に周知すること）、指針の整備、研修の実

施、担当者の配置が義務付けられている。 

関連 → 虐待防止措置未実施減算 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、市の窓口へ速やかに通報する義務がある。市等が行う虐

待等に関する調査に協力するよう努めること。 

事業者は、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実

に防止するために次に掲げる事項を実施すること。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（虐待防止検討委員会） 

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に

防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。

構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必

要。また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望まし

い。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なもの

であることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であ

るとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深い

と認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することと

して差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事

業者との連携により行うことも差し支えない。また、虐待防止検討委員会は、テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・

厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダ

ンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守

すること。 

〈虐待防止検討委員会での検討事項〉 

※委員会で得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）

は、従業者に周知徹底を図ること。 

➢ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

➢ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

➢ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

➢ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

➢ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるため

の方法に関すること 
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➢ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に

関すること 

➢ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針 

次のような項目を盛り込むこと。 

➢ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

➢ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

➢ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

➢ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

➢ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

➢ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

➢ 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

➢ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

➢ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修 

内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発する

ものであるとともに、指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。職員教育

を組織的に徹底させていくためには、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指

針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年２回以上）を実施するとと

もに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施すること。また、研修の実

施内容についても記録すること。研修の実施は、事業所内の研修で可。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の配置 

虐待を防止するための体制として、専任の担当者を置くこと。担当者は、虐待防止

検討委員会の責任者と同一の従業者が望ましい。 

 

事例１ 利用者の権利擁護及び虐待防止に関する研修を行っていない。 

改善点 

事業所の従業者については、不適切な言葉遣いや介護方法が、「高齢者虐待」

につながる恐れがあるため、研修を通じ、「高齢者虐待」に関する正しい知識

を学ぶこと。 

 

事例２ 
高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見したにも関わらず、通報して

いない。 

改善点 

高齢者の福祉に業務上関係ある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあ

ることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めること。 

養介護施設従事者等は、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと

思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市に通報しなければな

らない。 

【参考】 

○介護現場のための高齢者虐待防止教育システム 【共通教材】 

https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail_61_center_3.php 

https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail
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○介護現場のための高齢者虐待防止教育システム 【学習者用教材】 

https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail_60_center_3.php  

○法務省：成年後見制度・成年後見登記制度 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji95.html 

○裁判所：後見ポータルサイト 

https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp/index.html 

○高齢者虐待防止に資する研修・検証資料等（厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22750.html 

 

《高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律》 

第２１条 養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している

養介護施設又は養介護事業（当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う

者が設置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。）において業務に

従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見し

た場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 

２ 前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われ

る高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合

は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 

３ 前２項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思わ

れる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければな

らない。 

４ 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出

ることができる。 

５ 第１８条の規定は、第１項から第３項までの規定による通報又は前項の規定による

届出の受理に関する事務を担当する部局の周知について準用する。 

６ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第１項から第３

項までの規定による通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において

同じ。）をすることを妨げるものと解釈してはならない。 

７ 養介護施設従事者等は、第１項から第３項までの規定による通報をしたことを理由

として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。 

 

《高齢者虐待防止法による虐待の定義》 

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」では、「養介護施設」又

は「養介護事業」の業務に従事する職員が行う次の行為を「高齢者虐待」としています。 

身体的虐待 
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え

ること。 

介護・世話の放棄・放任

（ネグレクト） 

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他

の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 

https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail_60_center_3.php
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22750.html
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心理的虐待 
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高

齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

性的虐待 
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつ

な行為をさせること。 

経済的虐待 
高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当

に財産上の利益を得ること。 

 

（２）非常災害対策【市地密条例第 7条】 

事例１ 
利用者の状態及び地域の自然的社会的条件を踏まえ、想定される非常災害

の種類ごとに具体的な計画・避難体制が整備されていない。 

改善点 

火災、水害・土砂災害、地震等の災害に対処するための計画（以下「非常災

害対策計画」という）を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を

整備し、それらを定期的に従業者に周知すること。 

事業所の所在地が危険地域に該当するかは、市防災推進課へ相談・照会す

ること。 

 

事例２ 

「浸水想定区域」または「土砂災害警戒区域」内に立地しているにもかか

わらず、避難確保計画を作成していない。もしくは作成したものを市へ提出

していない。 

改善点 

避難確保計画を作成の上、指導監査課に提出すること。また指導監査課及

び防災推進課から計画の修正を求められた場合は、速やかに修正の上再提出

すること。 

 

事例３ 
防火管理者を所轄消防署長に届け出ていない。 

非常災害に関する消防計画を所轄消防署長へ届け出ていない。 

改善点 いずれも所轄消防署長に届け出ること。 

 

事例４ 

避難訓練及び消火訓練の実施にあたり、あらかじめ消防機関に訓練実施の

報告が行われていない。 

また、避難訓練及び消火訓練において夜間を想定した避難誘導訓練の実施

が確認できなかった。 

改善点 

実効性のある訓練とするために地元消防等関係機関と連携して実施するこ

と。 

また、年２回行う訓練のうち、１回は夜間を想定した訓練とすること。 

 

事例５ 消防用設備等の機器点検が６月以内ごとに実施されていない。 

改善点 
消防用設備等の機器点検を６月以内ごとに、総合点検を１年に１回行い、

各消防署へ直接提出（１年に１回）すること。 
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《ポイント》 

○利用者の状態及び地域の自然的社会的条件（どのような場所に立地しているか）を踏ま

え、想定される非常災害の種類ごと（地震、火災、台風、浸水等の水害、土砂災害、津

波、崖崩れ等）に、その規模及び被害の程度（通常考えられる被害～大災害）に応じ

た当該非常災害への対応に関する具体的な計画を策定すること。 

＜非常災害対策計画に盛り込む項目＞  

➢ 介護保険施設等の立地条件（地形等） 

➢ 災害に関する情報の入手方法（「避難準備情報」等の情報の入手方法の確認等） 

➢ 災害時の連絡先及び通信手段の確認（自治体、家族、職員等） 

➢ 避難を開始する時期、判断基準（「避難準備情報発令」時等） 

➢ 避難場所（市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース等） 

➢ 避難経路（避難場所までのルート（複数）、所要時間等） 

➢ 避難方法（利用者ごとの避難方法（車いす、徒歩等）等） 

➢ 災害時の人員体制、指揮系統（災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員

数等） 

➢ 関係機関との連携体制 

⇒防災マップを参照し、事業所で起こり得る災害を調査し、被害の程度に応じた

非常災害対策計画を作成すること。 

○消火訓練・避難訓練の定期的（年２回以上）実施（義務） 

（消防法第８条、消防法施行規則第３条第１０項） 

⇒避難訓練についても、水害・土砂災害を含む避難訓練を実施すること。 

○消火訓練・避難訓練の実施に当たっては消防機関の協力を得て行うように努め、特に自

力避難困難者の避難・救出訓練及び夜間における避難に重点を置いた訓練等実態に即

した訓練を定期的に実施すること。 

⇒うち年１回は夜間想定の訓練を実施すること 

（社会福祉施設における防火安全対策の強化について 昭和 62年 9月 18日厚生省社会・児童家庭局長連名通知） 

○スプリンクラーの設置（義務） 

275ｍ2 以下の事業所においても消防法に適合したスプリンクラー設置が必須のため、

消防法に基づく消防用設備等の機器点検（スプリンクラーを含む。）を受けること。 

 

≪リンク集≫ 

○倉敷市防災危機管理室のホームページ（ハザードマップ） 

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/1870.htm 

○岡山県危機管理課 

https://www.pref.okayama.jp/soshiki/12/ 

○倉敷防災ポータル 

https://bousai-portal.city.kurashiki.okayama.jp/ 

○社会福祉施設等における非常災害対策及び入所者等の安全確保について 

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/101490.htm 

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/1870.htm
https://www.pref.okayama.jp/soshiki/12/
https://bousai-portal.city.kurashiki.okayama.jp/
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/101490.htm
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（３）秘密保持等【市地密条例第 8条】 

事例１ 従業者が業務上知り得た秘密を漏らさない旨の誓約書を徴取していない。 

改善点 
就業中及び退職後も利用者又はその家族の秘密を外部に漏らさないよう

に、雇用時に誓約書を徴取すること。 

 

事例２ 
個人情報が記載されている書類や個人情報を管理しているパソコンが、誰

でも閲覧できる、操作できる状態になっている。 

改善点 

利用者の個人情報が含まれる書類やデータ等については、施錠できるロッ

カーへの保管やパスワード設定等適切な情報管理を行うこと。 

不要となった書類についても、適切に保管すること。 

 

事例３ 

居宅介護支援事業所等に提供する個人情報やサービス担当者会議等で使用

する個人情報、会報に使用する個人情報について、利用者から事前に同意を

得ていない。 

改善点 

居宅介護支援事業所等に対して、利用者に関する情報を提供する際には、

あらかじめ利用者の同意を得ること。サービス担当者会議、事業所が発行す

る新聞、ホームページ等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる

場合は、それぞれの内容について同意を得ること。 

 

【参考】 

厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html 

 

（４）苦情への対応等【市地密条例第 9条】 

事例１ 
「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」が掲示されてい

ない。掲示されているが、情報が更新されていない。 

改善点 最新のものを掲示すること。 

 

事例２ 
苦情の内容を記録する様式を定めていない。また、受け付けた内容や対応

等を記録していない。 

改善点 

利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情受

付窓口を設置し、電話や直接申し出のあった苦情を記録するために、内容（申

出、原因、解決方法、再発防止策等）を記録する様式を準備しておくこと。

また、苦情の内容等の記録は、完結後５年間保存すること。 

 

事例３ 
苦情の内容の記録のみで、「その後の経過」、「原因の分析」及び「再発防

止のための取組み」が行われていない。 

改善点 苦情を受け付けた場合は、苦情の内容等を具体的に記録するとともに、苦

https://www.mhlw.go.jp/stf/
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情が「サービスの質の向上を図る上での重要な情報」であるとの認識に立ち、

苦情の内容を踏まえてサービスの質の向上に向けた取組みを行うこと。 

 

（５）受給資格等の確認【市地密規則第 6条】 

事 例 
利用者から被保険者証等を預かっているにも関わらず、預かり証を発行し

ていない。 

改善点 後々のトラブルを防ぐため、預かり証を発行すること。 

 

（６）入退居【市地密規則第 81条】 

事 例 入居前に認知症である者であることの確認が行われていない。 

改善点 

認知症である者であることの確認は、主治の医師の診断書（原則として原

本）によることとし、入居前に確認すること。 

※原本によることができない事情がある場合は指導監査課に相談すること。 

 

（７）サービスの提供の記録【市地密規則第 82条】 

事例１ 被保険者証に入退居及び事業所名称を記入していない。 

改善点 
グループホームを利用中には利用できないサービスがあるため、被保険者

証にグループホーム入居中であることを記入すること。 

 

事例２ 日々の介護・看護に係るサービス提供の記録が非常に少ない。 

改善点 

提供した具体的なサービスの内容、利用者の状態その他必要な事項を十分

に記録すること。また記録は、以下の意味がある重要な証拠であることを十

分意識し、整備すること。 

①介護報酬の挙証資料のため 

介護報酬請求の根拠となるように記録すること。 

（※記録がなければ返還指導する場合がある） 

②利用者へのサービスの質の保証のため 

計画に位置付けられたサービスが適切に実施されているか、利用者又は

家族に説明できるように記録すること。 

③事業所を守るため 

適切なサービス提供を試みたが、認知症利用者の抵抗により適切なサー

ビス提供が困難であったこと（中止になった理由）について、説明・立証す

るために記録すること。 

《ポイント》 

○サービスの開始、終了等を介護保険被保険者証に記載すること。 

（記載事項）入居年月日、事業所の名称、退居年月日 

○提供した具体的なサービスの内容等を記録（介護記録）すること。 

（記載事項の例）バイタル、食事摂取量、水分摂取量、入浴、シーツ交換、排泄量、機

能訓練、おむつ交換、口腔ケア、日中の様子・発言、事故、苦情など 
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（８）利用料等の受領【市地密規則第 83条】 

事例１ 

サービス提供の際に使用するプラスチックグローブ、エプロン、おしりふ

き、清しき用タオル、ポータブルトイレ用消臭剤、褥瘡予防マット、とろみ

剤、について、入居者に負担させている。 

改善点 

サービス提供の際に使用するプラスチックグローブ、エプロン、おしりふ

き、清しき用タオル、ポータブルトイレ用消臭剤、褥瘡予防マット、とろみ

剤、については、介護報酬に含まれているため、料金を徴収できない。 

 

事例２ 洗濯代として料金を徴収している。 

改善点 洗濯にかかる手間は介護報酬に含まれているため、料金を徴収できない。 

 

事例３ 利用者全員に対して教養娯楽費を徴収している。 

改善点 

サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のうち、一般的に

想定されるもの（例えば、機能訓練の一環として行われるクラブ活動や利用

者等が全員参加する定例行事）における材料費等は保険給付の対象に含まれ

ているため、料金を徴収できない。 

 

事例４ 
保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名

目（管理費・共益費）で徴収している。 

改善点 

費用の内訳を明らかにすること。 

【参照】その他の日常生活費については、「通所介護等における日常生活に要

する費用の取扱いについて」（平成12年3月30日老企第54号） 

 

事例５ 食材料費において、収入額に対して支出額が抑えられている。 

改善点 
利用者から徴収している食材料費は、実費であるため、支出額に対して収

入額が過大とならないようにすること。 

 

《ポイント》 

○食材料費、理美容代、おむつ代の支払いを受ける場合は、運営規程に基づき、適正に

徴収すること。 

○「その他の日常生活費」の対象となる便宜の中で、支払いを受けることができないも

の（保険給付の対象となっているサービス）はないか。 

○「その他の日常生活費」の対象となる便宜の中で、保険給付の対象となっているサー

ビスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けていないか。 

※管理費又は共益費の積算根拠は明確にされているか。 

○利用料等の支払いを受けた都度、領収証を交付すること。 

①「預り金」による精算を実施している場合についても、同様の領収証及び出納の内

訳を示す文書を交付しているか。 

②課税の対象外にも関わらず消費税を賦課していないか。 
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○領収証については、保険給付に係る利用者負担部分と保険給付対象外のサービス部分

（個別の費用ごとに明記したもの）に分けて記載すること。 

 

《利用者負担とするものが妥当でない利用料について》 

認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者から「その他の日常生活費」を徴収する

ことができるが、対象となる便宜と保険給付対象サービスが重複しないこと。下記の

ものについては、介護報酬に含まれているため、利用者負担とすることは妥当ではな

い。 

（１）協力医療機関等への通院介助料（人件費）、交通費 

（２）トイレットペーパー（個人使用・共用使用を問わない） 

（３）利用者を介護するために必要なプラスチックグローブ、エプロン、おしりふき、

清しき用タオル、ポータブルトイレ用消臭剤、褥瘡予防マット、とろみ剤（と

ろみ剤については個人希望で利用する場合を除く） 

（４）居宅療養管理指導以外の他の介護保険サービス費用 

（５）外泊・入院期間中の食材料費 

（６）利用者の処遇上必要になった福祉用具の利用料金（個人希望で利用する場合を

除く） 

※「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成１２年３月

３０日 老企第５４号）」を参照のこと。 

 

（９）指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針【市地密条例第 45条】 

事例１ 漫然かつ画一的なサービス計画書となっている。 

改善点 
利用者１人１人の人格を尊重し、それぞれの役割を持って日常生活が送れ

るように、個別具体的なサービス計画とすること。 

 

事例２ 自己評価及び外部評価を行っていない。 

改善点 自己評価及び外部評価は毎年１回実施すること。 

 

事例３ 自己評価及び外部評価結果、目標達成計画を市に提出していない。 

改善点 

「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を市町村（指導監査

課）に提出すること。 

外部評価免除が認められた場合であっても、自己評価及び目標達成計画は

市（指導監査課）に提出する必要があるので注意すること。 

※Ｒ６年度（以前のものも含む）の自己評価、外部評価結果及び目標達成

計画が未提出の事業所は至急提出すること。 

 

【外部評価免除について】 

都道府県は、過去に外部評価を５年間継続して実施している指定認知症対応型共同生

活介護事業者が次に掲げる要件を全て満たす場合には、当該事業者の外部評価の実施回
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数を２年に１回とみなすことができる。詳細は、「９．地域密着型サービス評価につい

て」を参照。 

《不適切事例》 

○外部評価免除を申請したが、上記要件を満たしていない事例があった。 

・運営推進会議が１年間に６回以上実施されていない。 

・運営推進会議に市町村の職員又は地域包括支援センターの職員が出席していない。 

・５年間継続して外部評価を実施していない。 

要件を満たしていない場合、当該年度は必ず外部評価を実施する必要があるので注意す

ること。 

【参考】「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」 

第９７条第８項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について 

 

（１０）身体的拘束の適正化【市地密条例第 45条】 

●指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当

たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

●指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。 

 関連 → 身体拘束廃止未策定減算 

 

《ポイント》 

○利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないこと。 

＜身体的拘束禁止の対象となる具体的行為＞ 

① 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

③ 自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。 

④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 

⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないよ

うに、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 

⑥ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにＹ字型拘束帯や腰

ベルト、車いすテーブルをつける。 

⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。 

⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために介護衣（つなぎ服）を着せる。 

⑨ 他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。 

⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 

⑪ 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。 

○管理者及び従業者は、身体的拘束廃止を実現するための正確な事実認識、意欲を持つこ

と。 
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○身体的拘束等の禁止 

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、「緊急やむを得ない場合」を

除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

※「緊急やむを得ない場合」とは？ 

次の①～③の要件すべてを満たす場合。３要件の確認は極めて慎重に実施し、必ず記

録すること。 

①切迫性 本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著

しく高いこと。 

②非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。 

③一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 

【参考】 ケア従事者のための身体拘束ゼロハンドブック～拘束のないケアを実現するために～ 

https://www.pref.okayama.jp/page/571339.html  

 

身体的拘束の禁止 

事例１ 
拘束の時間が限定されていない、開始及び解除の予定が最小限度とは言え

ない等、身体的拘束等に係る検討・記録が不十分。 

改善点 

やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、必ず当該利用者に係る必要な事項

（その態様及び時間、その際の利用者等の状況、緊急やむを得ない理由等）

を記録すること。 

 

事例２ 
身体的拘束を行っているにもかかわらず、経過観察・再検討が行われてい

ない。 

改善点 

経過観察・再検討について、「経過観察」は、身体的拘束等の解除に向けて

日々行い、「再検討」は、日々行った経過観察を踏まえて実施し、記録を残す

こと。 

 

事例３ 

・代替する看護・介護方法がないか等の検討を行っていない、又は身体的拘

束の３要件の検討が不十分なまま身体的拘束等を行っていた。 

・家族からの強い希望もしくは医師の指示により、身体的拘束を行っていた。 

改善点 

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、「緊急やむを得な

い場合」を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

「緊急やむを得ない場合」とは「切迫性」、「非代替性」、「一時性」の要件

すべてを満たす場合であり、全ての要件を検討し、記録しておくこと。 

 

事例４ 

ベッドの高さが膝より大幅に高い、部屋に家具がまったくない、又は部屋

の家具を布で覆い、つかまり立ちができないようにしている等、利用者の行

動制限を行っている。 

改善点 

環境面の工夫をする際、安全と同時に「利用者の生活の場としてふさわし

い環境であるか」という視点を持ち、利用者の権利侵害とならないよう配慮

すること。 

https://www.pref.okayama.jp/page/571339.html
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事例５ 使用していないベッド柵等が居室内に置かれたままになっていた。 

改善点 
安易な身体的拘束に繋がる可能性があるため、使用しないものは倉庫等に

しまっておくこと。 

 

事例６ 緊急やむを得ない場合の判断を職員個人がしていた。 

改善点 
判断は職員個人ではなく、事業所の方針としてあらかじめ決められた手順

を踏み、事業所全体で判断すること。 

 

事例７ 身体的拘束適正化の指針に盛り込むべき項目が盛り込まれていない。 

改善点 
身体的拘束適正化の指針の見直しを行い、解釈通知に定められた項目（下

記参照）を盛り込むこと。 

 

事例８ 身体的拘束等の適正化対策検討委員会が開催されていない。 

改善点 
当該委員会は３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護

従業者、その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 

事例９ 身体的拘束に関する研修を行っていない。 

改善点 
年２回以上開催するとともに、新規採用時には必ず実施すること。身体的

拘束を行った際に生じる弊害等を、研修を通じ学ぶこと。 

 

身体的拘束適正化の指針に盛り込むべき項目 

➢ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

➢ 身体的拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

➢ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

➢ 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 

➢ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

➢ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

➢ その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

 

（１１）認知症対応型共同生活介護計画の作成【市地密規則第 84条】 

《ポイント》 

計画の作成に関する業務（①アセスメントから⑤モニタリングまで）は計画作成担当者が

行うこと。 

①アセスメント 

計画作成担当者が利用者に面接して行い、解決すべき課題を把握すること。 

②原案作成・サービス担当者会議 

利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の介護従業者と協

議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載し
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た認知症対応型共同生活介護計画を作成すること。 

③プラン決定・説明・同意・交付 

原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。ま

た、計画を利用者に交付すること。 

※サービス内容等への利用者等の意向の反映の機会を保障するため、利用者本人の同意

を得ること。利用者以外（家族等）が同意した場合にはその理由を記録すること。 

※決定した計画について、介護従業者の間で認識・情報を共有しておくこと。 

④サービス提供開始 

計画作成担当者を中心として、介護従業者によりサービス提供が開始される。また、計

画の作成後、計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて計画の変更を行うこと。 

⑤モニタリング 

計画の目標に対する達成度を適切に評価すること。 

①’再アセスメント 

解決すべき課題に変化がないか、再アセスメントを行うこと。 

 

【短期利用サービス計画について】 

居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定認知症対応型共同生活介護

事業者は、当該居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から認知症

対応型共同生活介護計画の提供の求めがあった際には、当該認知症対応型共同生活介

護計画を提供することに協力するよう努めるものとする。 

 

【認知症対応型共同生活介護計画の作成】 
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事例１ 計画の作成に係る一連の業務を計画作成担当者以外の者が担当している。 

改善点 

計画作成担当者に計画の作成に関する業務を担当させること。 

一連の業務を計画作成担当者が実施したことが分かるよう、アセスメント・

モニタリングの実施者及び計画作成者を記録すること。 

 

事例２ 計画の作成において、他の介護従業者と協議を行っていない。 

改善点 計画作成担当者は、他の介護従業者と協議の上、計画を作成すること。 

 

事例３ 計画が、漫然かつ画一的なものであった。 

改善点 
計画は、援助の目標、その目標を達成するための具体的なサービスの内容

等を記載すること。 

 

事例４ 

・計画の内容について家族からのみ同意を得て、本人から同意を得ていない。 

・サービス提供開始後に計画が作成されている。又は、サービス提供開始時

に同意が得られていない。 

改善点 
計画については、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障す

るため、サービス提供前に、利用者の同意を得ておくこと。 

 

事例５ 
決定した計画について、利用者にサービス提供を行う全ての介護従業者に

対して、サービス提供前に、十分な理解と共通認識がなされていない。 

改善点 

決定した計画を全ての介護従業者が理解し、共通認識したことがわかるよ

うにしておくこと。また、十分な理解のため、サービス提供の前に、共通認

識するための時間を確保すること。 

 

事例６ 
計画の作成または変更に伴うアセスメント及びモニタリングを実施してい

ない。 

改善点 
《ポイント》を参考に適切な手順に基づき、当該計画の作成または見直し

を行うこと。 

 

事例７ 
目標達成期間を定めているにも関わらず、期間経過後に計画を見直してい

ない。 

改善点 目標達成期間ごとに計画を見直すこと。 

 

事例８ 
利用者の解決すべき課題の変化が認められるにもかかわらず、計画の変更

を行っていない。 

改善点 
計画作成担当者は、計画の作成後、計画の実施状況の把握を行い、必要に

応じて計画の変更を行うこと。 
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（１２）介護等【市地密規則第 85条】 

《ポイント》 

○利用者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行うこと。 

○地産地消（目的：食の安全の確保や地場産品の消費拡大）が独自基準として定められて

いる。地域の食材、旬の食材、季節、行事等に応じた食事を提供することで、季節感・

話題性のある食事提供となるように努めること。 

○食事その他の家事等（買い物、下ごしらえ、調理、盛り付け、掃除、洗濯等の作業）は、

原則として利用者と介護従業者が共同で行うこと。 

⇒利用者が調理室以外の場所で簡単な調理（米を研ぐ、野菜の皮をむく等）、盛り付け、

配膳、後片付け（食器洗い等）などを行うこと自体には、食品衛生上の規制に照らし

て問題があるわけではない。なお、「家庭でできる食中毒予防の６つのポイント」を参

照し、衛生管理上の措置を講ずること。 

厚生労働省 HP：https://www1.mhlw.go.jp/www1/houdou/0903/h0331-1.html 

 

 

（１３）緊急時等の対応【市地密規則第 69条】 

《ポイント》 

○協力医療機関は、事業の通常の実施地域内（近距離）にあることが望ましい。 

○現にサービス提供中に利用者に病状の急変が生じた場合など、主治の医師又は協力医

療機関等への連絡体制、連絡方法を整備していること。 

 

※高齢者介護施設における医行為について 

医行為は、医師法や看護師法等により、医師や看護師といった医療職のみが行うことが許

される行為であり、介護職員は行ってはならない行為である。現場等において判断に疑義

が生じることの多い行為については、全サービス共通編資料に示す「医師法第１７条、歯

科医師法第１７条及び保健師助産師看護師法第３１条の解釈について」（Ｒ４年度にその

２が発出されています）をご参照ください。 

 

（１４）運営規程【市地密規則第 88条】 

事例１ 
現在の状況と「運営規程」及び「重要事項説明書」の内容（サービス提供に

関する記録の保存期間など）が異なっている。または、記載漏れがある。 

改善点 

「運営規程」及び「重要事項説明書」の記載内容を再確認すること。 

なお、サービスの提供に関する記録の保存は、倉敷市の規則で、その完結

の日から５年間保存するように定めている。 

 

事例２ 運営規程に記載した料金表（介護報酬・居住費等）に誤りがある。 

改善点 

現状に合わせて料金表（加算部分を含む）を修正すること。 

利用者の負担割合に応じた負担割合（２～３割負担等）となる場合もある

ことも併せて記載すること。 

 

http://www1.mhlw.go.jp/houdou/0903/h0331-1.html
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（１５）勤務体制の確保等【市地密規則第 89条】 

事例１ 研修計画を作成せず、必要な研修が実施できていない。 

改善点 

研修は、年間研修計画（テーマを決めて研修を実施すること）を作成し、

全従業者に対して行うこと。 

指定基準上実施が義務付けられている研修については、「（２７）指定基準

上義務付けられている委員会、指針、研修、訓練、計画のまとめ」を参照し、

計画的に実施すること。 

 

事例２ ハラスメント対策について必要な措置を講じていない。 

改善点 

ハラスメント防止のため、次のとおり必要な措置を講じること。 

・事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発（就業規則への規定等） 

・相談（苦情を含む。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

（相談窓口の設置等） 

⇒下記「○ハラスメント対策について」も参照すること。 

 

《ポイント》 

○適切なサービスを提供できるよう、共同生活住居ごとに、原則として月ごとの勤務表を

作成し、介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、夜間

及び深夜の勤務の担当者等を明確に定めるとともに、月ごとにその勤務の実績ととも

に記録すること。 

○利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、担当の介護従業者を固定する等

の継続性を重視したサービスの提供に配慮すること。 

○介護従業者の資質の向上のために、研修計画を作成し、計画に従って研修を実施するこ

と。 

○研修実施後は従業者の理解度をレポート等で確認する、研修資料を見やすいようにフ

ァイルに綴じる等、研修で得た知識等を業務でも活用できるようにすること。 

○認知症介護基礎研修を受講させるための措置を講じる義務の対象とならない者 

看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修終了者、介護職員初

任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪

問介護員養成研修課程一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、

薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄

養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等。 

 認知症介護基礎研修 e-ラーニングシステム（認知症介護研究・研修仙台センター） 

https://dcnet.marutto.biz/e-learning/ 

○ハラスメント対策について 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和４７

年法律第１１３号）第１１条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の

雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和４１年法律第１３２号）第

３０条の２第１項の規定に基づき、事業者には、職場におけるセクシュアルハラ

スメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）
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の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられている。事業者が

講ずべき措置の具体的内容及び事業者が講じることが望ましい取組については、

次のとおり。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限ら

ず、利用者やその家族等から受けるものも含まれる。 

事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはなら

ない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための

窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。なお、パワーハラスメント防止

のための事業者の方針の明確化等の措置義務については、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第２４号）附

則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇

用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第３０条の２第１項の規定により、

中小企業（資本金が３億円以下又は常時使用する従業員の数が３００人以下の企

業）は、令和４年４月１日から義務化となっている。 

事業者が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマー

ハラスメント）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望

ましい取組の例として、①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整

備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者

に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のための取組（マニュアル作成

や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されている。介護現

場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求め

られていることから、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、

「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが

望ましい。上記マニュアルや手引きについては、以下の厚生労働省ホームページ

に掲載しているので参考にすること。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対す

る悩み相談窓口設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業（※）を

実施している場合、事業者が行う各種研修の費用等について助成等を行っているこ

とから、事業者はこれらの活用も含め、介護事業所におけるハラスメント対策を推

進すること。 

 

（※）介護現場におけるハラスメント対策等法律相談事業（岡山県長寿社会課） 

https://www.pref.okayama.jp/page/680097.html 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
https://www.pref.okayama.jp/page/680097.html


５．運営基準 

31 

（１６）業務継続計画の策定等【市地密規則第 24条の 2】 

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 

●感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる

体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画（業務継続計画）等の策定、研修

（年２回以上）の実施、訓練（シミュレーション、年２回以上）を実施すること。 

関連 → 業務継続計画未策定減算 

 

○業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容について

は、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイド

ライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」

を参照すること。また、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定してもよい。 

感染症に係る業務継続計画 

・平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確

保等） 

・初動対応 

・感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情

報共有等） 

災害に係る業務継続計画 

・平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した

場合の対策、必要品の備蓄等） 

・緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

・他施設及び地域との連携 

【参考】 

○介護保険最新情報Vol.926「介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援

に関する研修について」（R3.2.26） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureis

ha/douga_00002.html 

 

（１７）協力医療機関等【市地密規則第 91条】 

協力医療機関との連携体制の構築 

事業所内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な

対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等

と実効性のある連携体制を構築すること。 

 

ア 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるよ

うに努めなければならない。 

ⅰ 利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う

体制を常時確保していること。 

ⅱ 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。 

イ １年に１回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html


５．運営基準 

32 

確認するとともに、当該協力医療機関の名称等を、当該事業所の指定を行った自治体

に提出しなければならない。 

ウ 利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合

においては、速やかに再入居させることができるように努めなければならない。 

関連 → 協力医療機関連携加算 

 

新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携 

ア 新興感染症の発生時等に、事業所内の感染者への診療等を迅速に対応できる体制を

平時から構築するため、あらかじめ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第 96号）第３条の規定による改

正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律

第 114 号）第６条第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関（以下「第二種協定

指定医療機関」という。）との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう

努めなければならない。 

イ 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指

定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければな

らない。 

関連 → 高齢者施設等感染対策向上加算 

 

《ポイント》 

○協力医療機関等（歯科を含む。）を定めること。 

○介護保険施設等との間での連携及び支援の体制を整えること。また、協力医療機関と

の間であらかじめ必要な事項を取り決めること（利用者の入院、休日夜間等における

対応等）。なお、協力医療機関等は近距離が望ましい。 

○通院介助について 

・協力医療機関への通院介助料（人件費）・交通費は、請求できない。 

・協力医療機関以外への通院介助料（人件費）・交通費は請求してもよいが、トラブル

にならないよう、事前に家族等へ費用についての説明をし、同意を得ておくこと。 

○（介護予防）認知症対応型共同生活介護の利用者の通院時の援助について 

①従業者の付き添いは必要か？ 

⇒従業者の付添いは必須ではないが、可能な限り付添いを行うことが望ましい。 

※協力医療機関への通院介助料（人件費）・交通費に係る注意点 

家族が利用者を病院に連れていけない場合、病院受診介助料の徴収は可能か？ 

⇒基準省令第８９条でグループホームの基本方針として、入浴、排泄、

食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練が定められて

いる。病院受診介助は、グループホームの報酬に含まれると解される

ため、病院受診介助料として徴収することは出来ない。 

なお、既に、利用者から徴収している場合は、利用者に返還すること。 
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②付き添い中の勤務時間は人員基準上の勤務時間から除かれるのか？ 

⇒付添いの時間もグループホームでの従事時間とみなして構わない。 

③通院時のガソリン代の徴収は可能か？ 

⇒少なくとも協力医療機関への通院に対する費用を徴収することは出来ない。 

 

（１８）衛生管理等【市地密規則第 43条の 9】 

事例１ 手指消毒の際のアルコール使用量が不十分だった。 

改善点 

１０～１５秒間すり合わせた後、手指が乾いた感じであれば、塗布量は不十分。

ポンプ式のアルコールであれば、ポンプを上から下まで押し込む必要がある。 

（※医療現場における手指衛生のためのＣＤＣガイドラインより） 

 

事例２ 共用のタオル（洗面所、台所）を設置している。 

改善点 
使用した後のタオルは、湿り気があって菌が増殖しやすい。手に菌を付け

てしまうことになりかねないので、タオルの共用は行わないこと。 

 

事例３ 
嘔吐物処理セットが準備されていなかった。もしくは、準備されていたが、

保管場所が周知されていない。 

改善点 

ペーパータオル、手袋、新聞紙、マスク、エプロン、バケツ、次亜塩素酸ナ

トリウム等嘔吐物の処理に必要な物をまとめ、速やかに使用できるように介

護従業者に保管場所を周知すること。 

 

事例４ 
医薬品の管理が不適切（管理場所に鍵がかからない、誤薬が多い）な点が

見受けられる。 

改善点 

医薬品を管理している部屋は、無人の時は施錠する、薬品管理棚にも鍵を

かける等、不特定多数の職員が出入りできないようにすること。また、薬品

の在庫管理を行い、紛失・盗難がないか常に確認し、万が一、盗難と思われ

る事例があれば、警察へ通報すること。 

また、医薬品の使用の介助に当たっては、「老人福祉施設等における医薬品

の使用の介助について」（平成26年10月1日）を参考に適正な管理を行うこと。 

 

事例５ 洗剤・漂白剤等が利用者の手が届くところに保管されている。 

改善点 利用者の手の届くところに洗剤・漂白剤等を保管しないよう留意すること。 

 

事例６ 

・循環式浴槽について、浴槽水の遊離残留塩素濃度の測定が１日に頻回（少

なくとも１日に２回以上）に実施されていない。 

・レジオネラ属菌対策の水質検査が年１回以上実施されていない。 

改善点 
「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」（平

成15年厚生労働省告示264号）に基づき、適切な水質検査を行うこと。 
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事例７ 
感染を予防するための衛生物品が備蓄できていない。また、それらの正し

い使用方法を把握していない。 

改善点 

感染症が発生した場合に備え、衛生物品（不織布マスク、ガウン、キャッ

プ、ビニール手袋、フェイスシールド等）を予め備蓄しておくこと。また、

それらの正しい使用方法を学んでおくこと。 

 

事例８ 感染症の予防及びまん延防止のための訓練の記録が残されていなかった。 

改善点 定期的（年２回以上）に行った訓練について、実施記録を残しておくこと。 

 

≪ポイント≫ 

○食中毒や感染症（結核・インフルエンザ他）が集団発生した場合、「感染症報告」が必

要。 

○感染症及び食中毒の発生を防止するための適切な措置を日常的に行うよう従業者に徹

底し、万一発生した場合は、関係機関に連絡の上、速やかな対処により、まん延を防

止するとともに、その原因を究明し、再発防止のための改善を行うよう留意すること。 

○利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用水の衛生管理をすること。 

○感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底 

・委員会（※テレビ電話装置等を活用して行うことが可能。）の定期的（おおむね６月

に１回以上）な開催及びその結果について、介護職員その他の従業者への周知徹底 

・指針の整備 

・研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練（シミュレーション）の定

期的な実施 

○感染症が発生、まん延しないよう必要な措置を講じること。 

①メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）、結核、疥癬、インフルエンザ様疾患等

に対する対策。 

②タオルの共用の禁止 

③手指消毒薬剤の配置、消毒器の設置 

○食中毒や感染症（新型コロナ・インフルエンザ他）の集団発生した場合は、報告が必要。 

倉敷市指導監査課ホームページ：感染症集団発生報告 

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kansa-fk/i/kaigo_houkoku/ 

○レジオネラ症発生予防について、きちんとした衛生管理体制を整え実行すること。 

特に「貯湯タンク」、「循環ろ過装置」、「気泡発生装置、ジェット噴射装置、打たせ湯設

備、シャワー設備」、「露天風呂設備」について、衛生的な管理を行うこと。 

 

【参考】 

○「介護現場における感染症対策の手引き」（施設系・通所系・訪問系サービスなど）（第３版） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf 

○厚生労働省ホームページ「今冬のインフルエンザ総合対策について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/index2023.html 

○インフルエンザ施設内感染予防の手引き 

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kansa-fk/i/kaigo_houkoku/
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/index2023.html
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https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/tebiki.pdf 

○インフルエンザＱ&Ａ 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html 

○感染性胃腸炎（特にノロウイルス）について 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/norovirus/ 

○国立感染症研究所感染症疫学センターホームページ 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html 

○「介護現場における感染症対策の手引き」（施設系・通所系・訪問系サービスなど） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf 

○「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/rezionerashishin.pdf 

○新型コロナウイルス感染症について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

○新型コロナウイルス感染症 Q&A、自治体・医療機関・福祉施設向け情報 

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/qa-jichitai-iryoukikan-

fukushishisetsu.html 

 

（１９）掲示【市地密規則第 26 条】 

ウェブサイトへの「掲示」 

介護サービス事業者は、「書面掲示」に加え、原則として重要事項等の情報をウェブ

サイト（法人のホームページ等又は情報公表システム上）に掲載・公表しなければな

らない。※Ｒ７年度から義務化。 

 

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 

●運営規程等の重要事項の掲示について、事業所への掲示だけでなく、閲覧可能な形で

ファイル等で備え置いてもよい。 

 

事 例 運営規程を変更したにも関わらず、変更前のものを掲示している。 

改善点 運営規程は最新のものを掲示すること。 

 

《ポイント》 

○掲示事項はすべて掲示すること。 

＜掲示すべき事項＞ 

① 運営規程 

② 従業者の勤務体制 

③ 苦情に対する措置の概要 

④ 重要事項説明書 

⑤ 外部評価・自己評価結果 

⑥ 運営推進会議の議事録 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/tebiki.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/norovirus/
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/rezionerashishin.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/qa-jichitai-iryoukikan-fukushishisetsu.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/qa-jichitai-iryoukikan-fukushishisetsu.html
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○重要事項の掲示方法は適切か（場所、文字の大きさ、掲示方法等）。 

○掲示事項の内容、実際に行っているサービス内容、届け出ている内容が一致すること。 

○自己評価及び外部評価を少なくとも年に１回は実施し、当該結果について、共同生活住

居内の見やすい場所に掲示するほか、利用者の家族に送付する等により開示すること。 

○運営推進会議の議事録を掲示する際には、個人情報（参加者氏名・利用者氏名等）に配

慮すること。 

 

（２０）広告【市地密規則第 27条】 

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 

●介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観

点から、従業者の研修の受講状況等認知症に係る事業者の取組状況について、介護サ

ービス情報公表制度において公表すること。 

 

事 例 ・ホームページに記載されている内容が更新されていない。 

改善点 

ホームページ上で、料金表等を掲載している場合は、常に最新版の情報を

掲載し、誤解のない表現にすること。 

また、介護サービス情報公表システムも最新の情報に更新すること。 

 

《ポイント》 

○その内容が虚偽又は誇大なものにならないこと。 

○広告の内容が運営規程等と整合すること。 

 

（２１）地域との連携等【市地密規則第 43条 10】 

●外部評価は、次のいずれかの方法により受けること。 

①運営推進会議における評価  ②（県が指定する）外部評価機関による評価  

＜運営推進会議における評価の流れ＞ 

・自らその提供するサービスの質の評価（自己評価）を行う。 

・自己評価の結果やサービス提供を行う上での課題等について、運営推進会議で報告

し、外部評価を受ける。 

※外部評価を受ける運営推進会議には、市職員や地域包括支援センター職員、サービスに

ついて知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要。運営推進会議にお

いて外部評価を実施する場合には、参考様式として「自己評価・外部評価・運営推進会

議活用ツール」が示されているため参考にすること。 

●運営推進会議について、テレビ電話装置等を活用して行うことが可能。（利用者等が参

加する場合は、当該利用者等の同意を得ること） 

●運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、複数の事

業所の合同開催について、以下の要件を満たす場合に認めることとする。 
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ⅰ 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保

護すること。 

ⅱ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。 

ⅲ 合同して開催する回数が、１年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を

超えないこと。 

《ポイント》 

○運営推進会議は、おおむね２月に１回以上開催し、必要な要望、助言等を聴く機会

を設けること。 

○運営推進会議には、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村の職員、高齢

者支援センターの職員、認知症対応型共同生活介護について知見を有する者（例：近

隣グループホームの職員等）に参加してもらい、活動状況を報告し、評価を受けるこ

と。 

○運営推進会議での報告内容については、あらかじめ資料を作成・配布すること。 

○運営推進会議での報告、評価、要望、助言等について、議事録を作成し、公表すること。 

 

事 例 

合同開催された運営推進会議の回数が、１年度に開催すべき運営推進会議の

開催回数の半数を超えていた。 

また、運営推進会議の記録が、合同開催かどうか不明瞭だった。 

改善点 

合同で開催する回数が、１年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数

を超えないこと。 

また、会議の記録は、合同開催かどうかが明確に区別できる記録を作成する

こと。 

 

Q 

運営推進会議の構成員について、「利用者、利用者の家族、地域の代表者、市町

村の職員又は地域包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護について知

見を有する者等」とあるが、これらの者は必ず構成員とする必要があるのか。【介

護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関する Q&A 問 16】 

A 

運営推進会議は、各地域密着型サービス事業所が、利用者、市町村職員、地域の

代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所

による利用者の｢抱え込み｣を防止するとともに、地域との連携が確保され、かつ地

域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として

設置するものであり、原則として、上記の者を構成員とする必要がある。 

 

Q 
認知症高齢者グループホームの運営推進会議においては、活動状況としてどの

ような報告を行う必要があるか。【H18 Q&A vol.4 問 11】 

A 

運営推進会議において報告を行う事項としては、「認知症高齢者グループホーム

の適正な普及について（平成 13年 3月 12日老計発第 13号老健局計画課長通知）」

別添 2に掲げる「認知症高齢者グループホームに係る情報提供の項目」や、自己評

価及び外部評価の結果などが考えられるが、運営推進会議の場においては、当該グ

ループホームにおける運営やサービス提供の方針、日々の活動内容、入居者の状態
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などを中心に報告するとともに、会議の参加者から質問や意見を受けるなど、でき

る限り双方向的な会議となるよう運営に配慮することが必要である。 

なお、運営推進会議の実践例については、「認知症グループホームにおける運営

推進会議の実態調査・研究事業」（（社）日本認知症グループホーム協会（平成 20年

度独立行政法人福祉医療機構「長寿・子育て・障害者基金」助成事業））等を参考に

されたい。 

 

Q 

今般、認知症グループホームにおける第三者評価は、外部の者による評価と運

営推進会議における評価のいずれかから受けることとされたが、運営推進会議に

おける評価を実施した場合、第三者評価及び運営推進会議の両方を開催したもの

として取り扱うのか。【R3 Q&A vol.4 問 26】 

A 
貴見のとおり。なお、今回の改定は、現行の開催頻度について現行のおおむね年

間６回（２月に１回）以上開催するということを変更するものではなく、このうち

１回以上をサービスの質を評価する回としてよいという意味であること。 

 

Q 

「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第 97

条第 8項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について」において、事業所

の外部評価の実施回数について、本来に１年に１回以上のところ、２年に１回と

することができる場合の要件の一つとして「過去に外部評価を５年間継続して実

施している」ことが挙げられているが、運営推進会議における評価を行った場

合、外部評価を実施したとみなして継続年数に参入することができるか。【R3 Q&A 

vol.4 問 27】 

A 
できない。継続年数に参入することができるのは、指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準第 97 条第 8 項 1 号に規定する外部の者によ

る評価を行った場合に限られる。 

 

（２２）事故発生時の対応【市地密規則第 30条】 

事例１ 
事故に至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その

分析を通じた改善策について、従業者に周知徹底していない。 

改善点 
事故に至る危険性がある事態（ヒヤリ・ハット）が生じた場合も施設内で報

告し、集計・分析を行い、改善策・再発防止策を検討すること。 

 

事例２ 事故発生時に市（指導監査課）に連絡・報告をしていない。 

改善点 事故発生時には速やかに関係各所へ連絡・報告すること。 

 

事例３ 
第２報（事故後の対応、事故原因の追求、再発防止に関する今後の対応・方

針）の送付がないか、その内容が不十分である。 

改善点 
指導監査課へ第１報のみの報告で、以降の報告がないケースが散見される

が、事故対応の終結まで適宜報告すること。 
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《ポイント》 

「介護サービス等の提供に係る事故報告基準」（令和 4 年 3 月改定）に基づき報告するこ

と。 

（１）医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故 

・職員が同行した外出時（送迎を含む）の事故も含む。 

・医師は施設の勤務医、配置医を含む。 

・医師により治療が不要と診断された場合は、報告対象外とする。 

（２）死亡に至った事故 

・医師の診断により、明らかに病気が原因による死亡の場合は、報告対象外とする。 

（３）失踪 

・施設及び事業所の敷地内で見つかった場合は報告対象外とする。 

（４）その他、市が報告することを必要と認める事故 

※報告対象に該当するか不明の場合は、指導監査課へ問い合わせること。 

 

＜報告期限＞ 

第１報 事故発生後３日以内 

第２報 事故日より１ヶ月以内 

（１ヶ月を経過しても事故が完結していない場合は、記入日現在の進捗状況等も記載す

ること。） 

※第１報、第２報は、同時に報告しないこと。それぞれの期限内の状態及び経過等を報

告すること。 

 

＜提出方法＞ 

【電子申請サービス】 

https://s-kantan.com/city-kurashiki-okayama-/offer/offerList_initDisplay.action 

※詳細は、「介護サービス等の提供に係る事故報告基準」及び「電子申請による事故報告

書提出マニュアル」をご確認ください。 

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kansa-fk/i/kaigo_houkoku/ 

 

（２３）利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する

ための委員会【市地密規則第 75 条】 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討す

るための委員会（※令和９年３月３１日までは努力義務。） 

 

介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、現場における課題を抽出及び分析し

た上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳や安全性を確保しな

がら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するため、利用者の安全並び

に介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会

を定期的に開催しなければならない。 

関連 → 生産性向上推進体制加算 

https://s-kantan.com/city-kurashiki-okayama-/offer/offerList_initDisplay.action
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kansa-fk/i/kaigo_houkoku/
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《ポイント》 

○目的 業務の効率化、介護サービスの質の向上、その他の生産性の向上に資する取組の

促進 

○頻度 定期的に開催すること。 

○方法 テレビ電話装置等を活用して行うことができる。 

 

（２４）記録等の整備【市地密規則第 93条】 

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 

保存年限の始点となる「その完結の日」の定義について 

「その完結の日」とは、同項第1号から第6号までの記録については、個々の利用者につ

き、契約の終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自

立を含む。）により一連のサービス提供が終了した日、同項第7号の記録について

は、運営推進会議を開催し、報告、評価、要望、助言等の記録を公表した日とする。 

 

（２５）電磁的記録等【市地密規則第 151条】 

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 

・利用者等への説明及び同意について、電磁的な対応も可能。電磁的な対応を行う場合は

署名や押印は不要。 

・諸記録の保存及び交付等について、電磁的な対応を原則認める。 

・様式例から押印欄を削除しているため、市へ提出する文書については原則押印不要。 

・電磁的な対応を行わない場合であっても、署名があれば押印は不要。 

●電磁的記録により行う場合は、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱

のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を

遵守すること。 

●電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場

合等が考えられること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月１９日内閣府・

法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

●電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、

書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。

なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月１９日内閣府・法務省・経済産業省）」

を参考にすること。 

【参考】 

○厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html
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（２６）指定基準上義務付けられている委員会、指針、研修、訓練、計画のまとめ 

 

委員会 

種別 備考 

身体的拘束等の適正化のための対策

を検討する委員会 

３月に１回以上 

虐待の防止のための対策を検討する

ための委員会 

定期的に開催（年１回以上は開催すること。） 

感染症の予防及びまん延の防止のた

めの対策を検討する委員会 

６月に１回以上 

利用者の安全並びに介護サービスの

質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会 

定期的に開催（年１回以上は開催すること。） 

ただし、令和９年３月３１日までは努力義務。 

 

指針 

種別 備考 

身体的拘束等の適正

化のための指針 

➢ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

➢ 身体的拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する

事項 

➢ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

➢ 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策

に関する基本方針 

➢ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

➢ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

➢ その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方

針 

虐待の防止のための

指針 

➢ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

➢ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

➢ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

➢ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

➢ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

➢ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

➢ 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

➢ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

➢ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

感染症の予防及びま

ん延防止のための指針 

➢ 平常時の対策 

◆ 発生時の対応 
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研修 

種別 備考 

身体的拘束等の適正化のための研修 年２回以上、新規採用時 

虐待の防止のための研修 年２回以上、新規採用時 

業務継続計画に関する研修 年２回以上、新規採用時 

感染症の業務継続計画に係る研修は、

感染症の予防及びまん延防止のための

研修と一体的に実施可能。 

感染症の予防及びまん延の防止のための研修 年２回以上、新規採用時 

認知症介護に関する知識及び技術の修得を目

的とした研修 

年１回以上（努力義務） 

認知症介護基礎研修 介護に直接携わる職員のうち、医療・

福祉関係の資格を有さない者 

 

訓練 

種別 備考 

非常災害対策に係る訓練 年２回以上 

感染症の予防及びまん延防止のための訓練 年２回以上 

業務継続計画についての訓練 年２回以上 

（災害、感染症に係る訓練は、それぞ

れ上記の訓練と一体的に実施して差し

支えない） 

 

計画 

種別 備考 

非常災害に関する具

体的計画 

消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水害、地震等

の災害に対処する計画 

業務継続計画 感染症や非常災害時の発生時において、利用者へのサービス提

供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務

再開を図るための計画 
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６．変更の届出等  

【提出期限】 

変更の日から１０日以内 

既に申請、届出している事項について変更があった場合は、所定の「変更届出書」及び添

付書類を１部提出してください。（例：４月１日に変更 ⇒ ４月１０日までに提出） 

 

事例１ 
・事務室として届け出ている部屋にロッカーを設置し、更衣室として使用す

るなど、届け出内容と用途が異なっている。 

改善点 
設備や用途を変更する際は、事前に市役所に相談の上、変更届出書を提出

すること。 

 

事例２ 管理者・計画作成担当者の変更の届出をしていなかった。 

改善点 

変更届を直ちに提出すること。計画作成担当者については、研修修了要件

を満たす者を配置していない、介護支援専門員を配置していない期間が一定

以上続く場合は、３割減算を適用する。（減算せずに請求している場合には

不正請求として処分する可能性がある） 

 

事例３ 
・運営規程の内容が現状と異なる。 

・協力医療機関（協力歯科機関を含む）が現状と異なる。 

改善点 

・運営規程の内容を変更した場合は、変更届出書を提出すること。 

・協力医療機関（協力歯科機関を含む。）を変更（追加又は減少）した場合は、

変更届（「（別紙３）協力医療機関に関する届出書」及び「協定内容が分か

る書類」を添付）を提出すること。 

 

≪介護保険事業者の申請の手引き・様式（指導監査課ホームページ）≫ 

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kansa-fk/i/tebiki/ 

 

 

  

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kansa-fk/i/tebiki/
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７．体制の届出等  

【加算等の算定の開始時期】 

○届出が受理された日が属する月の翌月（受理された日が月の初日である場合は当該月）

から算定を開始することができる。 

※算定を開始する予定月の１日までに市に受理されるよう、余裕を持って書類を提出す

ること。 

※審査には原則２週間を要するため、算定を開始する予定月の前月１５日までに提出す

ることが望ましい｡ 

 

【加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い】 

○加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定（請求）を行わないこ

と。 

○事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定

されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出すること。 

○上記の場合、届出を行わず、当該加算について請求を行った場合は、不正請求となり、

支払われた介護給付費は不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然

であるが、悪質な場合には指定の取り消しをもって対処する。 

 

≪介護保険事業者の申請の手引き・様式（指導監査課ホームページ）≫ 

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kansa-fk/i/tebiki/ 

 

 

  

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kansa-fk/i/tebiki/
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８．介護報酬  

１ 基本報酬 

（１）短期利用認知症対応型共同生活介護費 

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 

【通常利用】 

部屋 空いている居室等 

人数 ユニットごとに１名（定員の範囲内） 

利用期間 ３０日以内 

【緊急利用】 

利用者要件 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支

援事業所の介護支援専門員が、緊急に利用が必要と認めた者 

部屋 空いている居室等に限らない（※） 

人数 ユニットごとに定員を超えて１名まで（※） 

日数 原則７日（やむを得ない事情がある場合は１４日まで。） 

 ※当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合 

 ・緊急利用として利用可能な部屋の要件 

おおむね 7.43㎡／人以上 

「プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」が確保される場合には、個室以

外でもよい。 

 ⇒建具による仕切りはよいが、家具やカーテン、簡易パネルによる仕切りは不可。天井

が空いているのはよい。視線が遮断されることが前提。 

《ポイント》 

○短期利用認知症対応型共同生活介護を行うに当たって必要な、「十分な知識を有する従

業者」とは、以下のいずれかを修了している者とする。 

・認知症介護実務者研修のうち「専門課程」 

・認知症介護実践者研修のうち「実践リーダー研修」 

・「認知症介護指導者養成研修」 

 

２ 減算関係 

（１）身体拘束廃止未実施減算 

短期利用についても、身体拘束廃止未実施減算を適用し、所定単位数の１００分の１に相

当する単位数を所定単位数から減算する。 

   

●事業所において身体拘束等が行われていた場合ではなく、指定地域密着型サービス基

準第９７条第６項の記録（同条第５項に規定する身体拘束等を行う場合の記録）を行

っていない場合及び同条７項に規定する措置（後述）を講じていない場合に、利用者

全員について所定単位数から減算することになる。 

※身体拘束等を行っていなければ減算しなくてよいというわけではなく、たとえ身体拘
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束等を行っていない場合であっても、基準第９７条第７項に規定する措置を講じてい

ない場合には減算。 

 

・身体的拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由（一時性・非代替性・切迫性）を記録すること。 

 

基準第９７条第７項に規定する措置 

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（※）を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。 

・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に（年

に２回以上、新規採用時には必ず）実施すること。 

（※）テレビ電話装置等を活用することができる。 

○速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に

基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認

められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算となる。（減算

は利用者全員について所定単位数の１割を減算するものであり、最低３月間は継続す

ることになる。） 

 

事例１ 
身体的拘束適正化の指針が整備されていない。 

→身体拘束廃止未実施減算の対象 

 

事例２ 
身体的拘束等適正化検討委員会が開催されていない。 

委員会の記録が確認できない場合→身体拘束廃止未実施減算の対象 

 

事例３ 
身体的拘束に関する研修を行っていない。 

研修の記録が確認できない場合→身体拘束廃止未実施減算の対象 

 

（２）虐待防止措置未実施減算 

虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に、所定単位数

の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

虐待の発生又はその再発を防止するための措置 

①虐待防止検討委員会の定期的開催及びその結果の従業者に周知徹底すること 

②虐待防止のための指針の整備 

③虐待防止のための研修の定期的（年２回以上）実施 

④虐待防止措置の担当者の設置 

 

（３）業務継続計画未策定減算 

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、所定単位数の

１００分の３に相当する単位数を所定単位数から減算する。（未策定の期間を遡及して
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適用） 

※感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画

の策定を行っている場合の、減算適用除外の経過措置は令和７年３月３１日まで。 

 

（４）定員超過利用に該当する場合 

●介護保険法施行規則第１３１条の６の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定

められている登録定員を上回って登録させている場合は、所定単位数の７０％に相当す

る単位数を算定する。 

※利用者全員について、翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで減算となる。 

 

（５）人員基準欠如に該当する場合 

以下の基準に従って、人員基準欠如の場合は、利用者等の全員について減算請求となる。

下記は、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を

図るよう努めること。 

 

●計画作成担当者（所定単位数の 70％に相当する単位数を算定） 

① 計画作成担当者が必要な研修を修了していない場合 

② 計画作成担当者を配置していない場合 

人員欠如内容 減算始期 減算終期 

計画作成担当者（介護支援専門員）の

人員基準欠如 

その翌々月から 

（※） 

解消されるに 

至った月まで 

※翌月末において人員基準を満たした場合は除く 

○ ６月末に計画作成担当者（介護支援専門員）が１名退職し、７月中に計画作成担

当者（介護支援専門員）を雇用し、人員基準を満たした⇒減算にはならない 

○ ６月末に計画作成担当者（介護支援専門員）が１名退職し、７月中は計画作成担

当者（介護支援専門員）不在、８月中に計画作成担当者（介護支援専門員）を雇

用し、人員基準を満たした⇒減算にはならない 

○ ６月末に計画作成担当者（介護支援専門員）が１名退職し、７月～８月は計画作

成担当者（介護支援専門員）不在、９月中に計画作成担当者（介護支援専門員）

を雇用し、人員基準を満たした場合⇒９月のみ利用者全員減算 

※介護支援専門員を配置していなかったにも関わらず減算をしていなかった

ことにより、行政処分を行った事案がありますので十分注意してください。 

 

●介護従業者（所定単位数の 70％に相当する単位数を算定） 

人員欠如内容 減算始期 減算終期 

人員基準上 

必要とされる 

員数から 

１割を超えて 

減少した場合 
その翌月から 

解消されるに 

至った月まで やむを得ず１割の範囲

内で減少した場合 

その翌々月から 

（※） 

※翌月末において人員基準を満たした場合は除く 
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指定地域密着型サービス基準第９０条（抜粋） 

共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型

共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住

居の利用者（中略）の数が３又はその端数を増すごとに１以上とするほか、夜

間及び深夜の時間帯を通じて１以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務（中略）

を行わせるために必要な数以上とする。 

 

●夜勤・宿直職員（所定単位数の97％に相当する単位数を算定） 

ある月において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者

全員について減算となる。 

① 当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準に定

める員数に満たない事態が２日以上連続で発生した場合 

② 当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準に定

める員数に満たない事態が４日以上発生した場合 

 

３ 加算関係 

（１）入院時費用 

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 

あらかじめ、利用者に対して、入院後３月以内に退院することが明らかに見込まれる

ときは、その者及びその家族等の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与する

とともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該認知症対応型共同生活

介護事業所に円滑に入居することができる体制を確保していることについて説明を行う

こと。 

 

退院することが明らかに見込まれるときに該当するか否かは、 

利用者の入院先の病院又は診療所の当該主治医に確認するなどの方法により判断する

こと。 

必要に応じて適切な便宜を供与するとは、 

利用者及びその家族の同意の上での入退院の手続きや、その他の個々の状況に応じた

便宜を図ることを指すものである。 

やむを得ない事情がある場合とは、 

単に当初予定の退院日に居室の空きがないことをもって該当するものではなく、例え

ば、利用者の退院が予定より早まるなどの理由により、居室の確保が間に合わない場

合等を指すものである。事業所側の都合は、基本的には該当しないことに留意するこ

と。 

 

・入院の期間には初日及び最終日は含まない。 

・利用者の入院の期間中にそのまま退居した場合は、退居した日の入院時の費用は算

定できる。 

・利用者の入院の期間中で、かつ、入院時の費用の算定期間中にあっては、当該利用
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者が使用していた居室を他のサービスに利用することなく空けておくことが原則で

あるが、当該利用者の同意があれば、その居室を短期利用認知症対応型共同生活介

護等に活用することは可能。ただし、この場合に、入院時の費用は算定できない。 

・入院時の費用の算定にあたって、１回の入院で月をまたがる場合は、最大で連続１

３泊（１２日分）まで入院時の費用の算定が可能であること。 

・１回の入院が複数月にまたがる場合、ひと月あたり最大６日分、入院期間中最大１

２日分の費用算定が可能。 

・退院した月に再入院した場合、その月の算定日数が６日未満であれば、残り日数分

を算定できる。（下記Ｑ＆ＡのＡの例を参照。退院でリセットはされないこと、ひ

と月あたりの上限は６日間であることに注意。） 

・利用者の入院の期間中は、必要に応じて、入退院の手続きや家族、当該医療機関等

への連絡調整、情報提供などの業務にあたること。 

 

事例１ 

遠方に住んでいる利用者の家族から、事業所が入退院に係る手続き等を代行

してほしいと言われたが、今まで入退院の手続き等は家族に行ってもらって

いたため断った。 

改善点 
入退院等の手続きの代行は「必要に応じて適切な便宜を提供」に当たるため、

断るのであれば、当該体制の要件を満たしていない。 

 

事例２ 入院時費用の算定について、事業所としての体制が説明されていない。 

改善点 

運営規程又は重要事項説明書等に事業所としての体制について記載してお

くこと。（入院後３月以内に退院することが明らかに認められる場合には、円

滑に再入居ができるような体制を整えていることを記載しておくこと） 

 

Q 

入院時の費用の算定について、３ヶ月入院した場合に、次のように、毎月６日

を限度として加算を認めることは差し支えないか。【R6 Q&A vol.1 問 154】 

（例）４月１日から６月３０日まで３ヶ月入院した場合 

４月１日（入院） 

４月２日～７日（一日につき２４６単位を算定） 

４月８日～３０日 

５月１日～６日（一日につき２４６単位を算定） 

５月７日～５月３１日 

６月１日～６日（一日につき２４６単位を算定） 

６月７日～２９日 

６月３０日（退院） 

A 

（中略）入院当初の期間が、最初の月から翌月へ連続して跨る場合は、都合１２

日まで算定可能であるが、事例のような毎月ごとに６日間の費用が算定できるもの

ではない。 

なお、1月の限度である６日間及び１回の入院の都合１２日は連続している必要

はないこと。 
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（例）４月２９日から６月７日まで入院し、再度、６月１０日から６月２０日ま

で入院した場合 

４月２９日     入院 

４月３０日    （一日につき２４６単位を算定）１日算定 

５月 １日～ ６日（一日につき２４６単位を算定）６日算定 

５月 ７日～３１日 

６月 １日～ ５日（一日につき２４６単位を算定）５日算定 

６月 ６日 

６月 ７日     退院 

６月１０日     入院 

６月１１日    （一日につき２４６単位を算定）１日算定 

６月２０日     退院 

 

（２）看取り介護加算 

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 

事例１ 
看取りに関する指針が定められていない。また、指針は定められていたが、

指針に盛り込むべき項目が盛り込まれていない。 

改善点 
看取りに関する指針を定めること。また、当該指針は留意事項通知における

盛り込むべき項目を盛り込んでいること。 

 

事例２ 看取りに関する指針に同意が得られていない。 

改善点 
入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同

意を得ていること。 

 

事例３ 看取り介護加算に関する研修が１年以上実施されていない。 

改善点 

看取りに関する職員研修は実施されていたが、前回実施から期間が経過し

ているため、早急に実施すること。 

また、対象となる利用者がいない場合であっても、当該加算の算定を届け出

た事業所は、年に１回は看取りに関する職員研修を実施すること。 

 

事例４ 

「医師が、一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと

診断した利用者」（以下「看取り状態と診断された利用者」）について、確認

が出来ない。 

改善点 
医師が診断したことが確認できるように、診断書又は診断したことがわかる

ように適切に記録を残すこと。 

 

事例５ 

看取り状態と診断された後に見直された認知症対応型共同生活介護計画に

対して、看取り状態と診断された利用者又はその家族に同意を得ていない。 

また、看取り介護加算の請求を、当該計画の同意日前から請求している。 
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改善点 

看取り状態と診断された利用者又はその家族は、医師、看護職員、介護支援

専門員、その他の職種の者が共同で作成した利用者の介護に係る計画につい

て、医師等のうちその内容に応じた適当なものから説明を受け、同意をしてい

る者であること。 

また、看取り介護加算の請求を、当該計画の同意日より前から請求している

場合、必要に応じて返還指導するため、計画の同意日以降から適切に請求す

ること。 

 

事例６ 
看取り介護加算の算定の前提となる医療連携体制加算の要件（重度化した場

合の対応に係る指針への同意など）を満たしていない。 

改善点 

医療連携体制加算の要件を満たしていない場合、医療連携体制加算と合わせ

て、必要に応じて看取り介護加算も返還指導するため、医療連携体制加算の要

件も満たすこと。 

 

（３）初期加算  

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 

① 当該利用者が過去３月間の間に、当該事業所に入居したことがないこと。（ただし、

日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去１月間とする。） 

②短期利用認知症対応型共同生活介護の利用者が日を空けることなく引き続き当該事業

所に入居した場合（短期利用の利用を終了した翌日に当該事業所に入居した場合を含

む。）は、初期加算は入居直前の短期利用の利用日数を３０日から控除して得た日数に

限り算定する。 

③３０日を超える（注：３１日以上）病院又は診療所への入院の後に再び入居した場合

は、①にかかわらず算定できる。 

 

（４）協力医療機関連携加算 

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 

協力医療機関との間で、利用者の同意を得て、当該利用者の病歴等の情報を共有する

会議を定期的に（概ね月１回以上）開催している場合に算定する。ただし、医療連携体

制加算を算定していない場合は算定しない。 

（１）当該協力医療機関が、指定地域密着型サービス基準第１０５条第２項第１号 

（※１）及び第２号（※２）に規定する要件を満たしている場合１００単位／月 

（２）（１）以外の場合……………………………………………………… ４０単位／月 

※１：利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体

制を、常時確保していること。 

※２：当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場合にお

いて診療を行う体制を常時確保していること。 

 

Q 
入所者の病歴等の情報を共有する会議に出席するのはどんな職種を想定してい

るのか。【R6 Q&A vol.1 問 127】 
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A 
職種は問わないが、入所者の病歴その他に関する情報を協力医療機関の担当者

に説明でき、急変時における当該協力医療機関との対応を確認できる者。 

 

Q 
基準省令に規定する要件全てを満たす医療機関を、協力医療機関として複数定

める場合、協力医療機関連携加算の算定にあたっての定期的な会議は、当該医療

機関のうち１つの医療機関と行うことで差し支えないか。【R6 Q&A vol.2 問 13】 

A 
差し支えない。 

 

Q 
「利用者の同意を得て当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開

催している場合」とあるが、病歴等の情報を協力医療機関と共有することに同意

が得られない者に対して算定できるか。【R6 Q&A vol.7 問 1】 

A 

協力医療機関連携加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携

体制を構築することを目的とした体制加算であり、利用者全員について算定される

もの。なお、協力医療機関に対して病歴等の情報を共有することについて同意を得

られない利用者であっても、当該利用者の急変時等において協力医療機関による診

療等が受けられるように取り組むことが必要。 

 

（５）医療連携体制加算 

事例１ 
重度化した場合における対応に係る指針を定め、当該指針の内容を説明した

が、同意を得ていることが確認できない。 

改善点 

重度化した場合における対応に係る指針に対する同意を得たかどうかが確

認できない場合（同意書がない、同意を得た記録がない）は、返還指導するた

め、記録を残すこと。 

 

事例２ 
重度化した場合における対応に係る指針に盛り込むべき項目が盛り込まれ

ていない。 

改善点 
地密留意事項通知に基づき、重度化した場合における対応に係る指針に盛り

込むべき項目を盛り込むこと。 

 

事例３ 
病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの連携により、１名以上

確保している看護師の資格を確認していない。 

改善点 

加算（Ⅰ）ハについて、連携により確保する看護師は必ず看護師（正看護師）

でなければならない。准看護師では本加算は認められない。 

加算（Ⅰ）ロについて、事業所で配置している看護職員が准看護師である場

合、連携により連絡体制を確保する看護師は必ず看護師（正看護師）でなけれ

ばならない。 

 

事例４ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として配置すべき看護職
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員または看護師を常勤換算方法で１名以上配置していない。 

改善点 

加算（Ⅰ）ロの場合は看護職員を常勤換算方法で１名以上、加算（Ⅰ）イの

場合は看護師を常勤換算方法で１名以上配置すること。 

常勤換算方法で１名以上配置されているかどうかが確認できない場合は、返

還を指導するため、当該職員が勤務した記録を残し、毎月常勤換算方法で１名

以上配置できているか確認すること。要件を満たさなくなった場合は直ちに

加算の区分変更または加算の取り下げを届け出ること。 

 

Q 
看護師の配置については、職員に看護資格をもつものがいればいいのか。看護

職員として専従であることが必要か。【H18 Q&A vol.4 問 6】 

A 

職員（管理者、計画作成担当者又は介護従業者）として看護師を配置している場

合については、医療連携体制加算を算定できる。訪問看護ステーション等、他の事

業所との契約により看護師を確保する場合については、認知症高齢者グループホー

ムにおいては、看護師としての職務に専従することが必要である。 

 

Q 
看護師としての基準勤務時間数は設定されているのか。（24時間オンコールと

されているが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。）【H18 Q&A 

vol.4 問 7】 

A 

看護師としての基準勤務時間数は設定していないが、（中略）これらの業務を行

うために、当該事業所の利用者の状況等を勘案して必要な時間数の勤務が確保でき

ていることが必要である。（事業所における勤務実態がなく、単に「オンコール体

制」としているだけでは、医療連携体制加算の算定は認められない｡） 

 

Q 
同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどの

ように考えられるのか。（他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよ

いか）【H18 Q&A vol.4 問 9】 

A 
算定の留意事項（通知）にあるとおり、併任で差し支えない。常勤換算について

は、双方の事業所における勤務時間数により、それぞれ算定する。 

 

Q 
医療連携体制加算（Ⅰ）ロの体制について、事業所の職員として准看護師のみ

を配置している場合、看護師と連携をとる必要があるが、その看護師は特養や老

健に所属している者でもよいか。 

A 
連携する看護師は、病院、診療所又は訪問看護ステーションに所属する看護師で

なければならない。（厚生労働省確認済） 

 

Q 
留置カテーテルが挿入されていれば、医療連携体制加算（Ⅱ）は算定できるの

か。【R6 Q&A vol.1 問 149】 

A 
◆ 留置カテーテルからの排液の性状、量などの観察、薬剤の注入、水分バランスの

計測等計画的な管理を行っている場合は算定できるが、単に留置カテーテルが
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挿入されているだけでは算定できない。 

◆ また、輸液用のポート等が挿入されている場合であっても、一度もポートを用い

た薬剤の注入を行っていない場合は、計画的な管理が十分に行われていないた

め算定できない。 

 

Q 
医療連携体制加算（Ⅱ）の算定要件のうち、「インスリン注射を実施している状

態」とあるが、実施回数自体に関する規定があるか（1日当たり何回以上実施し

ている者等）。【R6 Q&A vol.1 問 150】 

A 

◆ インスリン注射の実施の頻度は、医学的な必要性に基づき判断されるべきもの

であり、本要件は実施の有無を見ているもので、１日当たりの回数や月当たりの

実施日数についての要件を設けていない。 

◆ なお、利用者自身がインスリン自己注射を行うための声掛けや見守り等のサポ

ートを行った場合は算定できない。 

 

（６）退居時情報提供加算 

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 

入居者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを評価する加

算 

利用者が退居し、医療機関に入院する場合において、医療機関に対して、利用者の同

意を得て、利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、利用者の紹介を行

った場合に、利用者１人につき１回に限り算定する。 

 

Q 
同一医療機関に入退院を繰り返す場合においても算定可能か。【R6 Q&A vol.2 

問 18】 

A 
同一月に再入院する場合に算定できず、翌月に入院する場合においても前回入

院時から利用者の状況が変わらず、提供する内容が同一の場合は算定できない。 

 

Q 
退居時情報提供加算について、医療機関の入院にあたり、退居の手続きを行わ

ない場合においても算定可能か。【R6 Q&A vol.3 問 2】 

A 
算定可能。 

 

（７）認知症専門ケア加算Ⅰ・Ⅱ 

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 

●（Ⅰ）「認知症介護に係る専門的な研修」とは、 

対象者「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることか

ら介護を必要とする認知症の者」 

＝日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する入居者 
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認知症実践リーダー研修または認知症看護に係る適切な研修（※）を指す。 

●（Ⅱ）「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、 

認知症介護指導者養成研修または認知症看護に係る適切な研修（※）を指す。 

※認知症看護に係る適切な研修の具体例（現時点のもの） 

・日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 

・日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看

護」の専門看護師教育課程 

・日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」（認定証が発

行されている者のみ） 

○Ⅰ・Ⅱいずれかを算定。一人の対象者について認知症チームケア推進加算との併算定不

可。 

 

事例１ 
認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に

開催していない。 

改善点 

認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議は少なくと

も年に１回以上開催し、会議録を残すとともに、全ての職員に会議内容が伝わ

るようにすること。 

 

事例２ 
・日常生活自立度ランクⅢ未満の利用者に対しても算定していた。 

・算定前に日常生活自立度のランクを確認していなかった。 

改善点 

算定対象者は日常生活自立度ランクⅢ、ⅣまたはМに該当する利用者のみ

である。（厚生労働省確認済） 

算定する前に、当該利用者の日常生活自立度のランクを確認し、算定要件を

満たした場合に、日常生活自立度ランクがⅢ以上の者に対して算定すること。 

 

事例３ 
利用者の総数のうち、日常生活自立度ランクがⅢ以上の者の占める割合を記

録していなかった。 

改善点 

届出日の属する月前３月の月末時点において、利用者の総数のうち、日常生

活自立度のランクがⅢ以上に該当する者の占める割合が２分の１以上である

ことを確認し、記録すること。 

 

Q 

認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」

（平成 12年 9月 5日老発第 623号）及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営につい

て」（平成 12年 10月 25日老計第 43号）において規定する専門課程を修了した者

も含むのか。【H21 Q&A vol.1 問 116】 

A 
含むものとする。 
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Q 
認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。【H21 Q&A vol.1 問

114】 

A 
届出日の属する月の前３月の各月末時点の入所者又は利用者数の平均で算定す

る。 

 

Q 
認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考

え方如何。常勤要件等はあるか。【H21 Q&A vol.1 問 115】 

A 

専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チ

ームケアや認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすために

は施設・事業所内での業務を実施する必要があることから、加算対象施設・事業所

の職員であることが必要である。 

なお、本加算制度の対象となる施設・事業所は、専門的な研修を修了した者の勤

務する主たる事業所１か所のみである。 

 

Q 
グループホームのショートステイ利用者についても認知症専門ケア加算の算定

要件に含めることが可能か。【H21 Q&A vol.2 問 41】 

A 
短期利用認知症対応型共同生活介護及び介護予防短期利用認知症対応型共同生

活介護を受ける利用者は当該加算の算定要件に含めず、本加算の対象からも除くも

のとする。 

 

Q 

認知所専門ケア加算Ⅱを算定するためには、当該加算（Ⅰ）の算定要件の一つ

である認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修

修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。

【R3 Q&A vol.5 問 38】 

A 

必要ない。例えば加算の対象者が２０名未満の場合、 

・認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者 

・認知症看護に係る適切な研修を修了した者 

のいずれかが１名配置されていれば、認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定すること

ができる。 

（注）認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した

者、又は認知症看護に係る適切な研修を修了した者を１名配置する場合、「認

知症介護に係る専門的な研修」及び「認知症介護の指導に係る専門的な研修」

の修了者をそれぞれ１名配置したことになる。 

 

（８）認知症チームケア推進加算 

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 

  

 

 

対象者「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」 

＝日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する入居者 



８．介護報酬 

57 

対象者に対し認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応に資するチームケ

ア（複数人の介護者がチームを組み、利用者の情報を共有したうえで介護に係る課題を

抽出し、多角的な視点で課題解決に向けた介護）を提供した場合の加算。 

※（Ⅰ）（Ⅱ）いずれかを算定。（一人の対象者について認知症専門ケア加算との併

算定不可。） 

※参照 介護保険最新情報Ｖｏｌ．１２２８ 

『認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について（通知）』 

 

Q 
本加算は、認知症の行動・心理症状（ＢＰＳＤ）が認められる入居者にのみ加

算が算定できるのか。【R6 Q&A vol.2 問 3】 

A 

本加算は、ＢＰＳＤの予防等に資する取組を日頃から実施していることを評価

する加算であるため、本加算の対象者である「周囲の者による日常生活に対する注

意を必要とする認知症の者」に対し、ＢＰＳＤの予防に資するチームケアを実施し

ていれば、算定が可能である。 

 

Q 
本加算で配置要件となっている者は、複数の「認知症の行動・心理症状に対応

するチーム」に参加可能と考えてよいか。【R6 Q&A vol.2 問 4】 

A 
貴見のとおり。ただし、配置要件となっている者が複数のチームに参加する場合

であっても、各々のチームにおいて、本加算において求められる計画の作成、ＢＰ

ＳＤの評価、カンファレンスへの参加等、一定の関与が求められる。 

 

Q 

指定地域密着（介護予防）サービスに要する費用の額の算定に関する基準にお

いて、認知症チームケア推進加算を算定している場合には同一の対象者について

認知症専門ケア加算の算定が不可とされているところ、同一施設内で、入居者Ａ

に対しては認知症専門ケア加算、入居者Ｂに対しては認知症チームケア推進加算

を算定することは可能か。【R6 Q&A vol.2 問 8】 

A 
可能である。 

 

Q 
同一施設内で対象者によって認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算

を算定することができるのは、どのような趣旨か。【R6 Q&A vol.2 問 9】 

A 

認知症チームケア推進加算は、本来認知症ケアが目指す方向性を示す対応を求

めたものではあるが、事業所内の入居者の認知症の症状は、様々であることが想定

される。そのため、例えば、認知症チームケア推進加算に基づくケア提供が、より

望ましいと認められる場合は、認知症専門ケア加算から認知症チームケア推進加算

に切り替えていただくことは、差し支えない。 

各事業所においては、各加算趣旨及び各入居者の認知症の症状に鑑み、適切な対

応をお願いしたい。 
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Q 
同一対象者について、月の途中で、認知症専門ケア加算から認知症チームケア

推進加算に切り替える場合に、どのような算定方法をとるのか。【R6 Q&A vol.6 

問 6】 

A 

当該対象者について、月末時点で認知症チームケア推進体制加算の算定要件を

満たすサービスを提供しているのであれば、当該月については、認知症チームケア

推進加算を算定することが可能である。ただし、この場合、認知症専門ケア加算に

ついては、算定することができない。 

 

Q 
認知症チームケア推進加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）において、研修に係る算定要件は

具体的にどのようなものか。【R6 Q&A vol.9 】 

A 
（Ⅰ）認知症介護指導者養成研修  ＋ 認知症チームケア推進研修 

（Ⅱ）認知症介護実践リーダー研修 ＋ 認知症チームケア推進研修 

 

 

（９）生活機能向上連携加算Ⅰ・Ⅱ 

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 

事例１ 

指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所

又はリハビリテーションを実施している医療提携施設の医師、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士が指定認知症対応型共同生活介護事業所と共同して

実施した生活機能向上アセスメントに係る記録が不十分だった。 

改善点 

当該加算の要件を満たす理学療法士等が指定認知症対応型共同生活介護事

業所と共同して利用者の生活機能アセスメントを実施しなければならない。 

よって、共同して生活機能アセスメントを実施したことがわかるように、

理学療法士等が当該事業所を訪問した日時、派遣事業所、訪問した理学療法

士等の職種及び氏名を記録しておくこと。 

 

事例２ 
「生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画」の内容が

不十分だった。 

改善点 

生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画には、利用者が

暮らしの中で自立して行おうとする行為の内容、３月を目途とする達成目標、

達成目標を経過的に達成すべき各月の目標、目標を達成するために介護従業者

が行う介助等の内容を記載すること。 

また、達成目標及び各月の目標は、可能な限り具体的かつ客観的な指標を

用いて設定すること。 

 

事例３ 
「生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画」を見直して

いないにもかかわらず、３月を超えて算定していた。 

改善点 

（Ⅰ）計画作成担当者が、３月経過後、理学療法士等からの助言に基づいて

計画を見直した場合には、再算定が可能。 

（Ⅱ）計画作成担当者が、事業所を訪問した理学療法士等と共同して行った、
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利用者の生活機能アセスメントに基づいて計画を見直した場合には、再

算定が可能。 

 

事例４ 
各月における目標の達成度合いを利用者及び理学療法士等に報告した記録

を残していなかった。 

改善点 
当該加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いを利用者及

び理学療法士等に報告した記録を残すこと。 

 

Q 

指定認知症対応型通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務につい

て指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所若

しくは医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリ

テーション事業所等に支払うことになると考えてよいか。【H30 Q&A vol.1 問

113】 

A 
貴見の通りである。なお、委託料についてはそれぞれの合議により適切に設定す

る必要がある。 

 

Q 

生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若し

くは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している

医療提供施設（原則として許可病床数２００床未満のものに限る。）と連携する場

合も算定できるものと考えてよいか。【H30 Q&A vol.1 問 114】 

A 

貴見の通りである。 

なお、連携先について．地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の主た

る担い手として想定されている２００床未満の医療提供施設に原則として限って

いる趣旨や、リハビリテーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）

の有効活用、地域との連携の促進の観点から、別法人からの提携の求めがあった場

合には、積極的に応じるべきである。 

 

（１０）栄養管理体制加算 

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 

事 例 
従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を受けたが、それが

訪問以外の方法によるものであった。 

改善点 

従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導については、必ず月

に１回以上管理栄養士に事業所を訪問してもらったうえで受けること。訪

問以外の方法によって技術的助言及び指導を受けた場合には、算定要件を

満たさない。（テレビ電話装置等によるものも不可。厚生労働省確認済） 

 

Q 

外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の

算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管

理栄養士を１名以上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化

加算を算定せず、介護保険施設に常勤の管理栄養士が１名いる場合は、当該施設
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の管理栄養士が兼務できるのか。【R3 Q&A vol.3 問 15】 

A 

入所者の処遇に支障がない場合には、兼務が可能である。ただし、人員基準にお

いて常勤の栄養士又は管理栄養士を１名以上配置することが求められる施設（例：

１００床以上の介護老人保健施設）において、人員基準上置くべき員数である管理

栄養士については、兼務することはできない。 

 

（１１）口腔衛生管理体制加算 

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 

＜ポイント＞ 

「利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載すること。 

イ) 当該事業所において利用者の口腔ケアを推進するための課題 

ロ) 当該事業所における目標 

ハ) 具体的方策 

ニ) 留意事項 

ホ) 当該事業所と歯科医療機関との連携の状況 

ヘ) 歯科医師からの指示内容の要点（当該計画の作成にあたっての技術的助言・指

導を歯科衛生士が行った場合に限る。） 

ト) その他必要と思われる事項 

介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導又は利用者の口腔ケア・マネジ

メントに係る計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は

訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。 

 

事例１ 利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていない。 

改善点 

利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画を作成すること。 

なお、「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業所における利

用者の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な物品

整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管理、その他当該事業所において日常的

な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術

的助言及び指導のことをいうものであって、個々の利用者の口腔ケア計画を

いうものではない。 

 

事例２ 

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対して月１

回以上行った口腔ケアに係る技術的助言及び指導の記録の内容が不十分だっ

た。 

改善点 

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の氏名、助言及び指導を

行った日時、助言及び指導を受けた介護職員の氏名、助言及び指導の内容を

記録すること。 

 

事例３ 
口腔ケアに係る技術的助言及び指導を受けたが、訪問又はテレビ電話装置等

以外の方法によるものであった。 
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改善点 

技術的助言及び指導を受ける方法は、訪問又はテレビ電話装置等を使用する

もののみ。それ以外の方法によって技術的助言及び指導を受けた場合には算

定要件を満たさない。（厚生労働省確認済） 

 

Q 
口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途

中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。【R6 Q&A vol.1 問 179】 

A 
入院・外泊中の期間は除き、当該月において１日でも当該施設に在所した入所者

について算定できる。 

 

Q 

口腔衛生管理体制加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間

以外の時間帯に行うこと」とあるが、歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料を算

定した日と同一日であっても、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない

異なる時刻であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよいか。【H30 Q&A 

vol.1 問 75】 

A 
貴見の通りである。 

 

Q 
口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設

職員に限定されるのか。もしくは、協力歯科医療機関等の歯科衛生士でもよいのか。

【H30 Q&A vol.1 問 76】 

A 
両加算ともに、施設と雇用関係にある歯科衛生士（常勤、非常勤を問わない）ま

たは協力歯科医療機関等に属する歯科衛生士のいずれであっても算定可能である。

ただし、算定にあたっては、協力歯科医療機関等の歯科医師の指示が必要である。 

 

Q 
算定に当たって作成することとなっている「口腔衛生管理体制計画」については、

施設ごとに計画を作成すればよいのか。【R6 Q&A vol.1 問 180】 

A 
施設ごとに計画を作成することとなる。 

 

Q 

口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案は、歯科医師又は歯科医師の指示

を受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技術的助言

及び指導を行う歯科医師は、協力歯科医療機関の医師でなければならないのか。 

【R3 Q&A vol.3 問 80】 

A 
協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、当該施設の口腔衛生の管理体制を把握

している歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士を想定している。 

 

 

（１２）口腔・栄養スクリーニング加算 

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 
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事 例 
利用者が入居前に利用していた他の居宅サービスにおける当該加算の算定

状況の確認を行っていなかった。 

改善点 

口腔・栄養スクリーニング加算は、入居前の６月間において、他の介護保

険サービス事業所で当該加算を算定していた場合、当該指定認知症対応型共

同生活介護事業所では算定できない。 

よって、新規の利用者に当該加算を算定する場合は入居前の当該加算の算

定状況を確認すること。 

 

Q 
令和２年１０月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、令

和３年４月に口腔・栄養スクリーニング加算を算定できるか。【R3 Q&A vol.3 問

20】 

A 
算定できる。 

 

Q 

短期間の入院を繰り返している等により、契約・解除・再契約を直近数カ月で

繰り返している利用者について、初回利用月（Ｒ３．８）に当該加算を算定して

いるが、契約解除・再契約を経た上での利用開始月（Ｒ３．１１）にスクリーニ

ングを実施していれば初回利用月から６月経過していないが当該加算を算定可能

か。【岡山県からの情報提供】 

A 

当該加算は「利用者１人」につき、年に２回（６月に１回）まで算定できる加算

であるため、１度算定している場合、６月経過するまでは契約解除・再契約・事業

所変更を何回していても算定できない。今回の事例であれば、当該利用者に対する

当該加算を最短で算定できるのはＲ４．２以降となる。（岡山県確認済） 

 

（１３）科学的介護推進体制加算 

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 

事 例 
提出すべき情報を期日までに提出していなかった。（下記ＱＡの場合を除

く。） 

改善点 

次に定める月の翌月１０日までに提出すること。 

（ア）既利用者：当該加算の算定を開始する月 

（イ）新規利用者：利用を開始した日の属する月 

（ウ）（ア）（イ）のほか、少なくとも３月ごと 

（エ）サービスの利用を終了する日の属する月 

情報の提出を行えない事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が

行われた月の前月までの間について、利用者全員について本加算を算定でき

ない。 

 

Q 
要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出するこ

と」とされているが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。【R6 Q&A 
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vol.10 問 4】 

A 

「やむを得ない場合」とは以下のような状況が含まれると想定される。 

⚫ 全身状態が急速に悪化した利用者について、必須項目である体重等が測定で

きず、一部の情報しか提出できなかった場合 

⚫ システムトラブル等により情報の提出ができなかった場合 

やむを得ない「システムトラブル等」には以下のようなものが含まれる。 

➢ ＬＩＦＥシステム本体や介護ソフトの不具合等のやむを得ない事情によ

りデータ提出が困難な場合 

➢ 介護ソフトのバージョンアップ（ＬＩＦＥの仕様に適応したバージョン

への更新）が間に合わないことで期限までのデータ提出が困難な場合 

➢ ＬＩＦＥシステムにデータを登録・提出するパソコンが故障し、パソコ

ンやデータの復旧が間に合わない等、データ提出が困難となった場合 

等のやむを得ない場合においては、事業所の利用者全員に当該加算を算定すること

は可能である。 

ただし、情報の提出が困難であった理由については、介護記録等に明記しておく

必要がある。 

 

（１４）高齢者施設等感染対策向上加算 

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 

感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制

御等の実地指導を受けることを評価する加算 

 

Q 
（Ⅰ）の対象となる研修、訓練及びカンファレンスはどのようなものか。【R6 

Q&A vol.1 問 128】 

A 

⚫ 以下の通り。 

➢ 感染対策向上加算または外来感染対策向上加算の届出を行った医療機関に

おいて、感染制御チーム（外来感染対策向上加算にあっては、院内感染管理

者。）により、職員を対象として定期的に行う研修。 

➢ 感染対策向上加算１の届出を行った保健医療機関が、保健所及び地域の医

師会と連携し、感染対策向上加算２または３の届出を行った保健医療機関

と合同で、定期的に行う院内感染対策に関するカンファレンスや新興感染

症の発生時等を想定した訓練。 

➢ 地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスや

新興感染症の発生時等を想定した訓練。 

⚫ 感染対策向上加算１の届出を行った医療機関が主催するカンファレンスについ

ては、内容として、高齢者施設等における感染対策に資するものであることを事

前に確認の上、参加すること。 

⚫ また、これらのカンファレンス等については、リアルタイムでの画像を介したコ

ミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用いて参加しても差し支えな

い。 
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Q 
（Ⅱ）について、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が行う実地指導の

具体的な内容とは。【R6 Q&A vol.1 問 132】 

A 

内容については限定するものではないが、以下のものが挙げられる。 

➢ 事業所の感染対策の現状の把握・確認（事業所の建物内の巡回等） 

➢ 事業所の感染対策上状況に関する助言・質疑応答 

➢ 個人防護具の着脱方法の実演、演習、指導等 

➢ 感染疑い等が発生した場合の事業所での対応方法（ゾーニング等）に関する

説明、助言及び質疑応答 

➢ その他、事業所のニーズに応じた内容 

※ 単に事業所において机上の研修のみを行う場合には算定できない。 

 

（１５）生産性向上推進体制加算 

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 

介護ロボットやＩＣＴ等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援するため、見守

り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継

続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行うことを評価する加算。 

※参照 介護保険最新情報Ｖｏｌ．１２１８、（改定）１２３６ 

『生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等

の提示について』 

 

（１６）サービス提供体制強化加算Ⅰ～Ⅲ 

ＧＨ ＧＨ短期利用型 介護予防ＧＨ 介護予防ＧＨ短期利用型 

事 例 職員の割合について、届出を行って以降の記録がされていない。 

改善点 

当該加算は、算定月の前年度実績を基に算定の可否を判断するため、毎年

３月中に当年度（加算算定の前年度）の４月から翌２月（１１ヶ月分）の平

均を求め、記録に残しておくこと。なお、当該割合の算出に当たっては、常

勤換算方法により算出するものとする。 

 

Q 
「１０年以上の介護福祉士が３０％」という最上位区分の要件について、勤続年数

はどのように計算するのか。【R3 Q&A vol.3 問126】 
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A 

・サービス提供体制強化加算における、勤続年数１０年以上の介護福祉士の割合に

係る要件については、介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続

年数が１０年以上の者の割合を要件としたものであり、介護福祉士の資格を取得し

てから１０年以上経過していることを求めるものではないこと。 

・「同一法人等での勤続年数」の考え方について、事業所の合併又は別法人による事

業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実

施的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数は通算することができ

る。 

（※）同一法人のほか、法人代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体とし

て行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含ま

れる。 

・なお、介護職員等処遇改善加算において、当該事業所における経験・技能のある介

護職員の「勤続年数１０年の考え方」とは異なることに留意すること。 

同一法人等（※）における異なるサービス事業所での勤続年数や異なる雇用形

態、職種（直接処遇を行う職種に限る。）における勤続年数 

 

【サービス提供体制強化加算 処理フロー図】 

※前年度の実績が６月に満たない事業所を除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ポイント 

新規算定を検討中 

又は 

区分変更を検討中 

現行加算の継続を検討中 

又は取り下げを検討中 

目指す加算（加算Ⅰ、加算Ⅱ、加算Ⅲ）が算定できるか否か、 

計算シートを基に当年度（加算算定の前年度）の３月を除く１１ヶ月の割合を確認する。 

新規算定が可能 

又は 

区分変更が可能 

引き続き加算区分

の要件に適合 
要件に不適合 

届出が必要 
届出は不要（計算結

果の保存は必須） 

３月中に取下げの届出が

必要 
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当該加算は、算定月の前年度実績を評価した加算であるので、算定月の前年度の実績が

加算要件に適合していれば、算定月を含む当年度は加算を継続的に算定可能であり、市へ

の届出は不要。 

加算水準（例：常勤割合 75％以上）を維持することが望ましいが、加算算定中に当該水

準を下回った場合でも、取り下げる必要はない。 

 

 

 

（１７）介護報酬算定上の留意事項について 

≪留意点≫ 

１．ミスによる報酬返還を防止するため、単位数表・解釈通知・関連する告示・厚生労

働省が発出したＱ＆Ａ等をよく確認すること。 

２．加算には複数の要件及び必須とされる記録がある。要件等は、単位数表、解釈通知

その他の通知類及びＱ＆Ａ等に分散しているため、注意すること。 

３．必須とされている要件や記録については、加算算定要件を満たしていることが事後

的に確認できなければならない。 

※ これらの要件や記録は、介護報酬を請求するための根拠であるので、請求に当たっ

ては、これらの書類に基づいて適正に行うこと。 

≪説明と同意≫ 

１．個別的なサービスに係る加算については、基本的に、利用者又はその家族に対する

説明と同意が必須である。 

２．他の算定要件が満たされていても、同意がなければ算定できない。 

※運営指導時に確認出来なければ返還指導することになる。 

 

  

ただし、制度改正によって加算の算定要件が変更になった場合等には届出が必要

になることがあるため、国や市からの通知等の内容に十分注意すること。 
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９．地域密着型サービス評価について  

１ 地域密着型サービス評価とは 
介護サービスの質を確保する手段の１つとして、介護保険法は、すべての事業者に対して、提

供するサービスの質の評価等を通じて良質のサービスを追求することを求めており、特に、地域
密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護（介護予防事業所を含む。以下同じ。）の事業
者については、「自己評価」、「外部評価」の実施と「これらの評価結果の公表」が義務付けられて
います。 

 
２ 自己評価、外部評価 
（１） 自己評価及び外部評価は、「指定基準」に基づき県が定める「岡山県地域密着型サービス評

価実施要領」により、原則として少なくとも年度内に１回実施することとされています。 
（２） 自己評価は、事業者が、自ら提供するサービスを評価・点検することにより、サービスの

改善及び質の向上を図ることを目的として実施するものです。 
（３） 外部評価は、県が選定する外部評価機関が客観的にサービスの質を評価するものです。 
（４） 外部評価を受けることにより、利用者にとっては、より客観性の高い情報が提供されるこ

ととなり、事業者にとっては、サービスの質の向上のための課題が明確となるといったメリ
ットがあります。 

 
３ 自己評価及び外部評価の実施回数 
（１）  事業者は、その事業所ごとに、原則として少なくとも年度内に１回は自己評価及び外部評

価を受けるものとする。 
（２）  新規に開設する事業所については、開設後概ね６ヶ月を経過した時点で自己評価を行い、

開設後１年以内に外部評価の実施及び結果の公表を行うものとする。 
（３）  指定認知症対応型共同生活介護事業所においては、ユニット数の増減により、事業所の運

営状況が変化した場合には、市町村が体制の変更届を受理した日を起算日として、新規開設
の事業所と同様の扱いとする。 

 
４ 外部評価免除とは 

地域密着型サービスへの市町村の一層の関与を促す観点等から、次の要件を満たす事業所につ
いては、都道府県及び市町村の判断により、上記にかかわらず、外部評価の実施を２年に１回と
すること（＝外部評価免除）が認められています。 
（注：２年に１回とされるのは「外部評価の実施」のみです。（外部評価免除の適用を受けた年

度においても、「自己評価」及び「その評価結果の公表」は必要です。）） 
 
５ 外部評価免除の適用要件 

外部評価免除の適用を受けるには、次に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。 
（１） 過去に外部評価を５年間継続して実施している。 
（２） 「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を市町村に提出している。 
（３） 運営推進会議が前年度に６回以上開催されている。 
（４） 運営推進会議に市町村又は地域包括支援センターの職員が必ず出席している。 
（５） 「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の２、３、４、６の実践状況（外

部評価）が適切である。 
 
６ その他 
○詳細については、岡山県長寿社会課のホームページ（地域密着型サービス評価について）を参

照してください。 
ＨＰアドレス：https://www.pref.okayama.jp/page/272613.html 

○「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」の提出先は、本庁指導監査課です。各支

所では受付できませんので、本庁指導監査課に持参又は郵送をお願いします。 

○令和３年度から、既存の外部評価と運営推進会議による評価のいずれかから「第三者による外

部評価」を受けることとなりました。運営推進会議による評価は外部評価免除の対象になりま

せん。 

https://www.pref.okayama.jp/page/272613.html
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１０．認知症対応型サービス事業管理者等養成研修について  

代表者交代時の開設者研修の取扱いについて 

代表者交代時に「認知症対応型サービス事業開設者研修」が開催されていないことによ

り、当該代表者が当該研修を修了していない場合、代表者交代の半年後又は次回研修日程

のいずれか早い日までに修了することで差し支えない（ただし、この場合は必ず事前に指

導監査課へ相談すること）。 

一方、新規に事業者が事業を開始する場合については、事前の準備期間があり、代表交

代時のような支障があるわけではないため、代表者としての資質を確保する観点から、原

則どおり、新規指定時において研修を修了していること。 

 

管理者交代時の研修の修了猶予措置について 

管理者の変更の届出を行う場合については、管理者交代時の都道府県における研修の

開催状況等を踏まえ、新たに管理者を配置し、かつ、市からの推薦を受けて都道府県に研

修の申し込みを行い、当該管理者が研修を修了することが確実に見込まれる場合は当該

管理者が研修を修了していない場合であっても差し支えない。（ただし、この場合は必ず

事前に指導監査課へ相談すること） 

一方、新規指定時には、管理者は原則どおり研修を修了していること。 

 

「地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修」

に規定する研修について（平成 24 年 3 月 16 日老高発 0316 第 2 号・老振発 0316 第 2 号・老

老発 0316第 6号） 

○代表者が受けるべき研修 ・『認知症対応型サービス事業開設者研修』 

○管理者が受けるべき研修 ・『実践者研修』 

・『認知症対応型サービス事業管理者研修』 

○計画作成担当者が受けるべき研修 ・『実践者研修』 

 


